
研

究

ノ

ー

ト

三
井
家
の
「
家
事
奉
公
人
」

安
田

奈
々
子

は
じ
め
に

一

男
性
奉
公
人

１

手
代
・
子
者

２

下
男

二

女
性
奉
公
人

１

下
女
（
茶
之
間
・
乳
母
）

２

半
女

３

妾

三

三
井
家
に
と
っ
て
の
「
家
事
奉
公
人
」

１

日
常
の
役
割

２

非
日
常
の
役
割

３

家
事
奉
公
人
の
位
置
づ
け

４

奉
公
人
採
用
の
権
限

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

商
家
が
商
売
を
行
う
理
由
は
、「
家
」

１
）

の
存
続
に
必
要
な
資
金
を
得
る
た
め
で
あ
る
。「
店
」
で
は
商
売
を
通
し
て
利
益
を
得
て
、
そ
の
利

益
を
「
家
」
で
消
費
す
る
。

「
店
」
の
奉
公
人
は
商
家
の
経
営
幹
部
の
家
族
（
同
苗
）
と
共
に
生
産
を
担
う
存
在
で
あ
る
。「
店
」
で
の
利
益
追
求
の
た
め
に
最
も
重
要

な
要
素
と
は
、「
商
売
の
み
に
集
中
で
き
る
環
境
」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
環
境
を
与
え
ら
れ
る
存
在
と
は
、
消
費
の
部
分
で
あ

る
「
家
」
の
管
理
を
担
う
「
家
」
の
奉
公
人
・「
家
事
奉
公
人
」
で
あ
る
。「
店
」
の
経
営
に
与
え
る
影
響
力
を
数
値
な
ど
で
示
す
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
家
事
奉
公
人
が
商
家
に
与
え
て
い
る
影
響
は
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近
世
商
家
の
奉
公
人
研
究
は
多
々
あ
る
が
、
大
半
は
「
店
」
の
奉
公
人
に
着
目
し
て
い
る
。
三
井
越
後
屋
・
両
替
店
研
究
の
場
合
、
西

坂
靖２

）
や
安
岡
重
明３

）
に
よ
っ
て
、
手
代４

）
の
人
数
・
昇
進
や
退
職
・
小
遣
や
褒
美
等
の
給
銀
な
ど
、「
店
」
の
奉
公
人
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
三
井
家
の
「
家
」
の
奉
公
人
に
触
れ
た
研
究
は
大
変
少
な
く
、
管
見
の
限
り
安
岡
氏
の
「
家
事
奉
公
人
の
退
職

手
当５

）
」
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
近
世
商
家
の
下
女
・
女
中
な
ど
「
家
」
の
女
性
奉
公
人
に
つ
い
て
は
、
植
田
知
子６

）
や
林
玲
子７

）
な
ど
の
研
究
に

よ
っ
て
、
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
女
性
奉
公
人
の
研
究
で
は
、
女
性
に
の
み
着
目
し
、
同
じ
「
家
」
に
奉
公
し
て

い
る
男
性
奉
公
人
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い８

）
。「
家
」
で
の
家
事
労
働
・
家
事
奉
公
人
を
考
え
る
上
で
は
、「
家
」
に
所

属
す
る
男
女
全
て
の
奉
公
人
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
近
世
中
・
後
期９

）
の
三
井
北
家
に
お
け
る
男
性
・
女
性
家
事
奉
公
人
の
事
例
を
中
心
に
、「
店
」
や
他
家
（
大
黒
屋10

）
）
と
比

し
つ
つ
そ
の
実
態
の
解
明
を
は
か
り
た
い
。
ま
た
、
三
井
家
に
と
っ
て
「
家
」
専
門
の
奉
公
人
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
検
討
し
よ
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う
と
思
う
。
尚
、
女
性
奉
公
人
を
「
店
」
で
は
な
く
「
他
家
」
と
比

す
る
の
は
、
基
本
的
に
「
店
」
に
は
比

で
き
る
女
性
奉
公
人
が
不

在
な
た
め
で
あ
る
。

三
井
家
は
本
家
六
軒
、
連
家
五
軒
の
十
一
家
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
家
の
呼
称
は
居
住
地
で
呼
ば
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
本
稿
に
お

い
て
は
松
坂
居
住
の
二
連
家
を
除
き
、
京
都
居
住
の
三
連
家
に
つ
い
て
は
本
姓
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
但
し
史
料
で
は
そ
れ
ぞ
れ
居
住
地

で
示
さ
れ
て
い
る
）。
各
家
の
呼
称
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

本
家＝

北
家
（
油
小
路
北
）、
六
角
家
、
新
町
家
、
竹
屋
町
家
、
南
家
、
出
水
家

連
家＝

小
野
田
家
（
小
川
）、
長
井
家
（
室
町
）、
家
原
家
（
樵
木
町
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
北
家
は
惣
領
家
で
あ
り
、
な
お
か
つ
家
事
奉
公
人
の
事
例
が
豊
富
な
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
北
家
の
奉
公
人
を
中
心
に

論
じ
る
こ
と
と
し
た
。

史
料
上
「
家
」
の
こ
と
を
「
宅
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
史
料
中
の
（

）
は
す
べ
て
筆
者
の
補
注
で
あ
る
。

１
）

本
稿
で
は
、
商
家
に
お
け
る
「
店
」
と
「
家
」
を
区
別
し
て
考
え
る
。
三
井
家
の
場
合
「
家
」
と
は
三
井
同
苗
や
そ
の
生
活
の
場
を
指
す
。

「
店
」
と
は
三
井
の
商
売
・
利
益
追
求
の
場
、
商
売
を
担
う
奉
公
人
及
び
そ
の
生
活
の
場
を
指
す
。

２
）
「
越
後
屋
（
本
店
一
巻
）
店
々
奉
公
人
数
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
二
三
号
、
一
九

九
年
）、「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」（『
日
本
都
市
史

入
門
Ⅲ

人
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）、「
越
後
屋
京
本
店
手
代
の
入
店
・
昇
進
・
退
職
に
つ
い
て
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
二
七

号
、
一
九
九
三
年
）、「
越
後
屋
京
本
店
手
代
の
小
遣
・
年
褒
美
・
割
銀
に
つ
い
て
」（『
三
井
文
庫
論
叢
』
第
三
〇
号
、
一
九
九
六
年
）、「
巨
大

商
家
の
空
間
と
奉
公
人
社
会
」（『
年
報
都
市
史
研
究
８

都
市
社
会
の
分
節
構
造
』
二
〇
〇
〇
年
）、「
越
後
屋
の
奉
公
人
組
織
と
子
供
」（『
年

報
都
市
史
研
究
10

伝
統
都
市
と
身
分
的
周
縁
』
二
〇
〇
二
年
）。

３
）
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・
制
度
・
雇
用
』（
晃
洋
書
房
、
一
九
九

年
）、『
財
閥
形
成
史
の
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

一
九
七
〇
年
）。
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４
）

手
代
と
は
、
奉
公
人
の
中
で
も
商
売
に
関
わ
る
奉
公
人
を
指
す
。
子
者
（
子
供
）
は
手
代
の
見
習
い
で
あ
る
。
商
売
に
関
わ
ら
な
い
下
働
き

の
短
期
奉
公
人
を
下
男
と
言
う
。

５
）
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・
制
度
・
雇
用
』
第

章
（
初
出
「
幕
末
期
三
井
家
家
事
奉
公
人
の
退
職
手
当
」
『
同
志
社
商
学
』
第
四
〇
巻
第

四
号
、
一
九

年

）。

６
）
「
商
家
に
お
け
る
女
子
奉
公
人
と
「
奥
」
の
管
理

明
治
初
期
の
事
例
か
ら

」（『
社
会
科
学
』
第
六
五
号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
二
〇
〇
〇
年
）。

７
）
『
江
戸
・
上
方
の
大
店
と
町
家
女
性
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）。

８
）

植
田
知
子
「
商
家
に
お
け
る
奉
公
人
管
理
の
理
念
」（『
社
会
科
学
』
第
六

号
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、

杉
浦
大
黒
屋
の
手
代
・
小
者
・
裏
男
（
下
男
に
相
当
）・
下
女
の
退
店
実
態
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
店
」
の
手
代
と
「
家
」

の
手
代
と
い
う
区
別
が
無
い
。

ま
た
、
同
じ
く
杉
浦
大
黒
屋
の
奉
公
人
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
藤
田
彰
典
は
、「
家
」
と
「
店
」
と
性
別
を
特
に
区
分
し
て
い
な
い
。
こ

の
中
に
登
場
す
る
女
性
奉
公
人
の
数
は
極
め
て
少
な
い
。「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
奉
公
人
制
度
」（『
京
都
文
化
短
期
大
学
紀
要
』
第
一

号
、
一
九
九
二
年
）、「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
奉
公
人
制
度

２
）」（『
中
京
学
院
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
巻
第
一
号
、
一
九
九
五
年
）。

９
）

明
治
初
期
の
「
家
」
の
奉
公
人
の
実
態
は
近
世
（
慶
応
年
間
ま
で
）
と
同
質
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
明
治
初
期
の
「
家
」
の
奉
公
人
の

記
録
を
参
考
史
料
と
し
て
使
用
す
る
。
同
一
人
物
が
近
世
か
ら
明
治
を
ま
た
い
で
奉
公
し
て
い
た
り
、
近
代
移
行
に
伴
う
大
規
模
な
「
家
」
の

奉
公
人
の
規
則
改
正
が
明
治
七
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
明
治
中
期
以
降
の
「
家
」
の
奉
公
人
に
つ
い
て
は
『
三
井

郎
右

衞
門
高
棟
傳
』（
財
団
法
人
三
井
文
庫
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

年
）
に
詳
し
い
。

10
）

前
掲
、
植
田
知
子
「
商
家
に
お
け
る
女
子
奉
公
人
と
「
奥
」
の
管
理

明
治
初
期
の
事
例
か
ら

」
参
照
。
杉
浦
大
黒
屋
は
京
都
を
代
表
す

る
商
家
の
一
つ
で
あ
り
、
呉
服
業
を
営
ん
で
い
た
。
尚
、
本
稿
で
杉
浦
家
と
比

す
る
際
は
こ
の
植
田
論
文
に
依
拠
す
る
。
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一

男
性
奉
公
人

男
性
奉
公
人
の
構
成
員
は
主
に
手
代
と
下
男
で
あ
る
。
手
代
予
備
軍
と
し
て
子
者
（
子
供
）
が
存
在
し
、
手
代
と
子
者
の
違
い
は
元
服
の

有
無
に
よ
る
。
史
料
上
、
奉
公
人
の
年
齢
・
元
服
の
有
無
が
不
明
な
場
合
は
子
者
も
含
め
て
手
代
と
言
う
場
合
が
あ
る
。

「
家
」
の
手
代
を
指
し
て
、
家
計
を
司
る
者
と
い
う
意
味
で１

）
、「
台
所
」「
台
所
役
」「
台
所
向
」「
勘
定
場
」
と
呼
ぶ
。「
台
所
」
の
中
で
、

最
上
級
の
者
が
「
台
所
名
前
役
」「
台
所
名
前
」「
名
前
役
」「
勘
定
場
名
前
役
」「
勘
定
場
名
前
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
明
治
七
年
の
「
宅
々

所
役
人
改
正
規
則
」
で
は
台
所
名
前
役
人
を
「
支
配
目
代
役
」
と
い
う
名
称
に
改
め
て
い
る
が
、
定
着
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る２

）
。

下
男
を
指
し
て
「
部
屋
」「
下
部
」
と
記
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

付
表
１
に
、
宗
門
人
別
帳
か
ら
判
明
す
る
北
家
の
家
事
奉
公
人
の
名
前
・
生
国
・
年
齢
な
ど
を
記
し
た
。
ま
た
付
表
２

１
・
２
、
付
表

３
に
、「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数
」「
勘
定
年
割３

）
」
や
「
合
力
銀
願
」
な
ど
か
ら
抽
出
で
き
る
北
家
の
奉
公
人
と
主
要
な
他
家
の
奉
公
人

を
ま
と
め
て
記
し
た
。

１

手
代
・
子
者

㈠

出
自
（
出
身
地
・
階
層
）

嘉
永
七
年
〜
明
治
四
年
（
一

五
四
〜
一

七
一
）
の
間
に
宗
門
人
別
帳
・
奉
公
人
名
録４

）
に
記
載
さ
れ
た
北
家
の
「
家
」
の
手
代
・
子
者

の
生
国
は
第
１
表
の
通
り
で
あ
る５

）
。

「
家
」
の
奉
公
人
は
山
城
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
い
と
言
え
る
。
親
の
住
所
が
判
明
す
る
者
だ
け
を
み
る
と
、
大
半
が
京
都
の
都
市
部
出
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身
で
あ
る
。

元
治
元
年
（
一

六
四
）
の
「
家
」
の
手
代
に
関
し
て
は
、
親
の
稼
業
に
つ
い
て
判
明
す
る
個
体

数
が
少
な
い
も
の
の
、「
越
後
屋
」
を
含
め
屋
号
の
あ
る
者
も
多
く
、
京
都
の
商
人
・
職
人
が
多
い

と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
付
表
１

２
の
子
者
に
名
を
連
ね
る
吉
岡
吉
太
郎
・
定
吉
兄
弟

な
ど
は
、
三
井
別
家
吉
岡
吉
兵
衛
の
息
子
で
、
吉
太
郎
は
後
に
北
家
一
〇
代
高
棟
と
共
に
米
国
留
学

を
し
て
い
る６

）
。
ま
た
、「
親
元
相
続
」
を
理
由
に
退
職
す
る
者
が
多
く
（
後
述
）、
継
ぐ
べ
き
稼
業
を

持
つ
者
が
多
い７

）
。

西
坂
靖
「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」「
越
後
屋
の
奉
公
人
組
織
と
子
供
」
に
よ
る
と
、
元
治
元
年
の
越
後
屋
京
本
店
の
奉
公
人
は
手
代
五

五
人
、
子
供
二
四
人
、
下
男
二
四
人
で
あ
る
。
西
坂
論
文
中
で
は
京
都
の
都
市
と
そ
れ
以
外
を
山
城
と
区
別
し
て
い
る
が
、
子
供
の
う
ち

三
パ
ー
セ
ン
ト
、
手
代
・
子
供
合
わ
せ
て
も
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
京
都
の
都
市
部
出
身
で
あ
る
。
ま
た
、「
店
」
の
手
代
・
子
供
の
三
割
強

は
親
の
稼
業
が
衣
料
・
繊
維
関
係
で
あ
り
、
四
分
の
一
は
親
が
越
後
屋
を
名
乗
っ
て
い
る
。
京
都
の
商
人
・
職
人
の
子
弟
が
圧
倒
的
に
多
い

が
、
繊
維
関
連
や
別
家
の
子
弟
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
家
」
と
「
店
」
の
奉
公
人
で
は
、
出
身
地
・
階
層
と
も
に
、
大
差
が
無
い
。

㈡

年
齢
・
人
数

手
代
は
、
子
者
と
し
て
出
勤
し
元
服
を
経
て
出
世
し
て
い
く

子
飼
い

の
場
合
と
、

中
年
者

（
元
服
済
み
の
者
）
と
し
て
雇
用
を
開

始
す
る
場
合
と
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。

「
家
」
の
手
代
・
子
者
の
奉
公
開
始
年
齢
は
多
様
で
あ
る
。
付
表
２

１
を
見
る
と
、「
家
」
の
奉
公
人
は

子
飼
い

よ
り
も
、
あ
る
程

第１表 三井北家の手

代・子者生国

(嘉永七年～

明治四年)

生国 人数 (内元治元年)

山城 42 (13)

近江 4 (2)

若狭 1

丹波 1

計 48 (15)
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度
歳
を
と
っ
た

中
年
者

の
方
が
多
い
。

子
飼
い

の
勤
務
開
始
年
齢
は
一
三
歳
が
最
も
多
い
。

中
年
者

の
出
勤
年
齢
に
関
し
て
は
、

判
明
す
る
数
名
を
見
る
限
り
年
齢
の
幅
は
広
く
、
特
に
特
徴
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

子
飼
い

以
外
の
者
の
奉
公
開
始
に
関
し
て
、「
中
年
」
と
は
っ
き
り
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
と
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。
松

井
六
右
衛
門
（
新
町
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
39８

）
）
は
前
者
で
あ
り
、
井
上
勘
助
（
出
水
家
・
竹
屋
町
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
46
）
は
後
者
で

あ
る
。
し
か
し
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
井
上
勘
助
の
よ
う
に
出
勤
し
て
す
ぐ
台
所
名
前
役
に
就
い
て
い
る
者
な
ど
は
、

中
年
者

で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
史
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
に
、

中
年
者

は
多
い
と
言
え
よ
う
。

年
齢
構
成
は
各
世
代
ほ
ぼ
均
等
に
居
り
、
台
所
名
前
役
は
恐
ら
く
四
〇
代
半
ば
以
上
、
平
手
代
は
一
〇
代
後
半
か
ら
四
〇
代
、
子
者
は
一

六
、
一
七
歳
以
下
で
あ
る
。

各
年
に
お
け
る
人
数
は
、
付
表
１

１
、
２
や
同
苗
の
出
産
・
冠
婚
葬
祭
（
後
述
）
の
史
料
に
並
ぶ
者
を
数
え
る
と
、
北
家
の
場
合
台
所

名
前
役
三
名９

）
、
平
手
代
が
五
〜
一
〇
名
、
子
者
が
三
〜
六
名
で
あ
る
。

西
坂
「
越
後
屋
京
本
店
手
代
の
入
店
・
昇
進
・
退
職
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、
京
本
店
の
入
店
年
齢
は
一
三
歳
が
最
も
多
く
、
時
代
が
経

る
に
つ
れ
て
一
四
歳
よ
り
一
二
歳
で
の
入
店
者
が
増
加
す
る
、
つ
ま
り
平
均
年
齢
が
低
下
す
る
と
し
て
い
る
。
元
服
済
み
の
者＝

中
年

者

は
全
体
の
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
大
部
分
が

子
飼
い

の
奉
公
人
（
元
服
前
に
入
店
）
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
平
均
年
齢

は
「
家
」
の
方
が
「
店
」
よ
り
若
干
高
い
。

中
年
者

の
多
さ
は
「
家
」
の
手
代
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

㈢

勤
務
・
昇
級

手
代
の
昇
級
は
、
子
者
（
見
習
）
↓
平
手
代
↓
台
所
名
前
役
と
な
る
。
台
所
名
前
役
を
勤
め
あ
げ
、
円
満
退
職
し
た
「
家
」
の
手
代
を
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「
出
入
者
」
と
言
う
。
平
手
代
と
は
台
所
名
前
役
以
外
の
手
代
を
指
す
と
考
え
る
。

元
服
と
平
手
代
と
の
関
係
を
考
え
る
と
、
元
服
前
で
あ
っ
て
も
平
手
代
に
な
っ
て
い
る
例
が
見
え
る
。
脇
野
専
右
衛
門
（
北
家
手
代
、
奉

公
人
番
号
２
）
や
西
田
善
七
（
北
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
４
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
付
表
１

１
、
２
を
見
る
と
、
宗
門
人
別
帳
の
上
で
は
手

代
に
な
る
の
は
一
六
〜
一

歳
で
あ
る
。
し
か
し
勤
務
実
態
と
し
て
の
平
手
代
に
な
る
の
は
元
服
よ
り
も
数
年
早
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
史
料
中
、
特
に

中
年
者

に
「
雇
勤10

）
」「
再
勤11

）
」
と
い
っ
た
単
語
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
以
前
「
家
」
に
奉
公
し
、
何
ら
か

の
理
由
で
暇
を
も
ら
っ
た
者
の
再
雇
用
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
田
善
七
は

子
飼
い

と
し
て
奉
公
を
始
め
、
文
化
一
四
年
に
暇

を
貰
い
台
所
名
前
役
を
退
職
し
た
も
の
の
、
文
政
一
二
年
に
再
勤
し
て
台
所
名
前
役
に
就
い
て
い
る
。
三
九
歳
で
一
旦
退
職
し
、
お
よ
そ
一

一
年
後
五
一
歳
で
の
再
雇
用
で
あ
る
。
他
に
も
乙
井
庄
七
（
六
角
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
34
）
や
鮒
子
田
甚
十
郎
（
新
町
家
手
代
、
奉
公
人

番
号
38
）
な
ど
、「
再
勤
」
者
が
多
数
い
る
。
子
者
か
ら
継
続
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
と
、
一
旦
暇
を
貰
い
再
雇
用
さ
れ
た
者
で
は
、
昇
級

や
退
職
銀
（
後
述
）
な
ど
、
待
遇
面12

）
で
特
に
差
が
無
い
。「
再
勤
」
者
は
「
家
」
の
手
代
の
特
徴
で
あ
る
。

西
坂
「
越
後
屋
京
本
店
手
代
の
入
店
・
昇
進
・
退
職
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、「
店
」
の

中
年
者

は
部
署
が
限
定
（
書
札
方
）
さ
れ
、

昇
進
の
上
限
は
役
頭
格
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
。
一
方
「
家
」
の
奉
公
人
は

子
飼
い

か

中
年
者

・
再
雇
用
か
の
違
い
に
よ
る
昇
級

の
差
は
見
受
け
ら
れ
な
い13

）
。
ま
た
、「
家
」
と
「
店
」
の
手
代
・
子
者
（
見
習
）
で
は
、
元
服
年
齢
に
大
差
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
勤
務

実
態
と
し
て
平
手
代
に
な
る
の
は
「
家
」
の
手
代
の
方
が
早
い
。

史
料
中
に
出
て
く
る
「
家
」
の
手
代
の
「
宿
入
」
は
、
暇
で
は
な
く
休
暇
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
多
額
の
合
力
銀
を
受
け
取
っ
て
い
る

こ
と
等
を
考
え
る
と
、「
宿
入
」
を
境
に
住
込
み
を
脱
し
て
宿
持
ち
と
な
り
、
妻
帯
す
る
の
で
あ
ろ
う
。「
宿
入
」
の
記
載
の
無
い
者
で
も
、

妻
帯
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
四
五
歳
前
後
の
台
所
名
前
役
は
宿
持
ち
で
あ
る
可
能
性
が
高
い14

）
。
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㈣

異
動

柘
植
定
五
郎
（
後
に
改
名
・
山
口
弥
三
兵
衛
・
幸
兵
衛
、
奉
公
人
番
号
７
・
47
）
は
、
寛
政
元
年
（
一
七

九
）
一
一
月
、
三
井
本
家
の

一
つ
竹
屋
町
家
に
て
手
代
奉
公
を
開
始
し
た
。
一
二
年
の
奉
公
後
、
寛
政
一
二
年
正
月
に
暇
を
貰
い
、
退
職
銀
と
し
て
一
貫
三
〇
〇
匁
を
受

け
取
る
。
そ
の
後
す
ぐ
に
本
家
の
一
つ
で
惣
領
家
で
あ
る
北
家
に
て
奉
公
を
開
始
し
た
。
文
化
一
〇
年
（
一

一
三
）
春
か
ら
は
台
所
名
前

役
（
次
座15

）
）
と
な
り
、
文
政
一
一
年
（
一

二

）
三
月
に
脇
野
専
右
衛
門
が
退
職
し
た
後
筆
頭
を
勤
め
る
。
天
保
六
年
五
月
に
暇
を
貰
い
、

戌
年
（
天
保
九
年
か
）
に
死
去
し
た
。
三
五
年
に
わ
た
る
北
家
で
の
奉
公
の
後
受
け
取
っ
た
退
職
銀
は
二
一
貫
五
〇
〇
匁
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
井
の
「
家
」
間
で
手
代
の
異
動
が
見
ら
れ
る
。
他
に
も
田
中
藤
七
（
奉
公
人
番
号
３
・
40
）
や
麻
田
左
右
衛
門
（
奉
公

人
番
号
18
・
35
）、
磯
部
利
右
衛
門
（
奉
公
人
番
号
48
・
50
・
54
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

異
動
の
様
子
を
見
る
と
、
昇
格
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
家
事
奉
公
人
の
昇
格
の
た
め
に
異
動
が
起
こ
る
の
で
は
な
く
、

何
ら
か
の
事
情
が
あ
り
、
例
外
的
に
昇
格
を
伴
う
異
動
が
起
こ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
柘
植
定
五
郎
は
異
動
後
す
ぐ
に
台
所
名
前

役
に
就
い
て
い
な
い
が16

）
、
他
の
三
例
を
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
前
任
の
台
所
名
前
役
の
死
去
や
暇
の
時
期
と
異
動
が
重
な
っ
て
い
る
。

新
町
家
で
は
次
席
台
所
名
前
役
の
松
井
六
右
衛
門
が
享
和
三
年
（
一

〇
三
）
六
月
に
退
職
、
筆
頭
の
鮒
子
田
甚
十
郎
は
そ
の
二
年
後
に

病
を
理
由
に
退
職
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
体
調
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
田
中
藤
七
は
享
和

三
年
六
月
に
北
家
平
手
代
を
退
職
し
て
す
ぐ
新
町
家
筆
頭
台
所
名
前
役
に
異
動
し
て
い
る
。

北
家
で
は
安
政
五
年
（
一

五

）
一
一
月
に
筆
頭
辻
一
郎
治
（
奉
公
人
番
号
17
）
が
死
去
。
当
時
北
家
次
座
に
は
西
田
善
助
（
奉
公
人

番
号
20
）
が
い
た
が
、
台
所
名
前
役
に
な
っ
て
ま
だ
一
年
と
日
が
浅
い
。
そ
の
一
ヶ
月
後
の
安
政
五
年
一
二
月
に
麻
田
左
右
衛
門
は
六
角
家

か
ら
北
家
台
所
名
前
役
筆
頭
に
異
動
し
た
。
麻
田
は
以
前
の
六
角
家
で
少
な
く
と
も

年
は
台
所
名
前
役
（
次
座
）
に
つ
い
て
お
り17

）
、
実
績

を
買
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
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竹
屋
町
家
で
は
台
所
名
前
役
筆
頭
森
川
佐
七
が
天
保
六
年
正
月
六
日
に
死
去
。
当
時
竹
屋
町
家
に
次
座
は
不
在
。
そ
の
三
ヶ
月
後
の
天
保

六
年
四
月
、
磯
部
利
右
衛
門
は
南
家
台
所
名
前
役
次
座
か
ら
竹
屋
町
家
の
筆
頭
へ
異
動
し
て
い
る
。

一
口
に
本
家
と
言
っ
て
も
賄
料
の
多
寡
等
、
そ
の
間
に
は
序
列
が
存
在
す
る
。「
家
」
の
奉
公
人
の
人
数
も
こ
の
序
列
に
従
っ
て
お
り
、

惣
領
家
の
北
家
が
最
も
多
い
。
北
家
は
筆
頭
と
次
座
二
名
の
計
三
名
が
最
大
定
員
だ
が
、
他
五
家
は
筆
頭
と
次
座
の
計
二
名
ま
た
は
筆
頭
の

み
で
あ
る
。
こ
の
序
列
は
台
所
名
前
役
に
も
反
映
さ
れ
、
惣
領
家
の
北
家
を
頂
点
に
、
六
角
家
、
新
町
家
、
竹
屋
町
家
、
南
家
と
出
水
家

（
同
格
）、
更
に
各
「
家
」
の
中
で
も
筆
頭
と
次
座
（
次
席
）
の
順
が
あ
る
。
北
家
の
平
手
代
で
あ
っ
た
田
中
藤
七
が
新
町
家
で
台
所
名
前
役

筆
頭
に
抜
擢
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
「
家
」
の
序
列
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
平
手
代
と
台
所
名
前
役
間
で
は
待
遇
に
大
き
な
差
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
後
述
す
る
「
勘
定
年
割
扣
（
三
年
祝
儀18

）
）」
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
る
「
家
」
の
台
所
名
前
役
筆
頭
に
何
か
あ
っ
た
際
、
内
部
か
ら
の
昇
格
で
は
な
く
、
ほ
か
の
「
家
」
の
手
代
を
異
動
さ
せ
る
。
こ
の
こ

と
は
、「
家
」
の
奉
公
人
の
役
割
（
後
述
）
を
考
え
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、「
家
」
と
「
店
」
の
間
で
奉
公
人
が
異
動
し
て
い
る
例
が
あ
る
。「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数19

）
」
に
掲
載
さ
れ
た
手
代
一
二

名

中
、「
店
」
か
ら
「
家
」
に
異
動
し
た
旨
記
載
の
あ
る
手
代
は
連
家
に
二
名
見
ら
れ
る20

）
。
小
西
平
七
（
小
川
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
61
）
と

井
上
利
右
衛
門
（
室
町
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
67
）
で
あ
る
。
小
西
に
つ
い
て
は
「
家
」
に
異
動
し
た
詳
細
が
不
明
だ
が
、
井
上
に
関
し
て

は
第
三
章
一
節
に
詳
細
を
載
せ
る
。「
家
」
に
問
題
が
生
じ
、
急
遽
任
命
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

更
に
、「
奉
公
人
抱
帳21

）
」
に
掲
載
さ
れ
た
京
本
店
の
手
代
の
奉
公
人
請
状
を
み
る
と
、「
家
」
か
ら
「
店
」
へ
異
動
し
た
者
が
見
受
け
ら
れ

る
。
管
見
の
限
り
、
享
保
五
年
か
ら
本
店
勤
の
若
井
喜

郎22
）

を
初
出
に
、
計
一
三
名23

）
で
あ
る
。

若
井
の
場
合
を
見
て
み
る
と
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
か
ら
六
年
間
、
北
家
に
あ
た
る
宗
竺
（
二
代
高
平
）
の
家
に
勤
め
、
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
年
一
六
歳
で
京
本
店
に
勤
め
た
。
北
家
に
出
勤
し
た
際
は
一
〇
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
田
中
金
四
郎
の
場
合
で
は
、
享
保
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五
年
二
月

日
に
目
見
を
し
、
五
月
か
ら

郎
右
衛
門
宅
（
北
家
）
に
遣
わ
さ
れ
た
。
三
年
後
本
店
に
も
ど
っ
て
い
る
が
、
一
〇
歳
で
目
見

を
し
、
本
店
に
戻
っ
た
際
は
一
三
歳
で
あ
る
。
他
の
者
を
み
て
も
、「
家
」
か
ら
京
本
店
に
異
動
し
た
時
点
で
一
二
歳
か
ら
二
一
歳
の
間
で

あ
る
。「
家
」
か
ら
「
店
」
へ
の
異
動
は
安
永
二
〜
九
年
（
一
七
七
三
〜
一
七

〇
）
に
竹
屋
町
家
に
勤
め
た
後
異
動
し
た
苔
谷
金
七
を
最

後
に
見
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。「
家
」
か
ら
「
店
」
へ
の
異
動
は
、
若
年
層
・
三
井
家
の
奉
公
人
制
度
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
に
限
り

行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
幕
末
・
明
治
へ
の
移
行
期
に
限
り
、「
家
」
の
台
所
名
前
役
の
多
く
が
「
店
」
へ
登
用
さ
れ
て
い
る
例
が
見
え
る24

）
。

㈤

給
金
（
祝
儀
）

「
家
」
の
手
代
・
子
者
の
給
金
に
関
し
て
は
、
適
当
な
史
料
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。「
店
」
の
手
代
に
支
給
さ
れ
た
「
小
遣
」
は
、
そ
の

性
格
上
「
家
」
の
手
代
に
も
支
給
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
唯
一
分
か
る
の
は
三
年
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
祝

儀
で
あ
る25

）
。
尚
、
史
料
上
「
宛
名
勤
」
と
記
さ
れ
て
い
る
者
は
台
所
名
前
役
を
指
す
。

勘
定
年
割
扣

寛
政
九

巳
午
未
三
年
祝
儀

油
小
路

北
家
）

御
台
所
宛
名
勤

筆
頭

（
割
印
）
一
、
銀
マ
シ
サ
枚

三
十
五
枚＝

銀
一
貫
五
〇
五
匁
）

山
口
幸
兵
衛

巳
午
未
三
年
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次
座
セ
割
二
）

落
イ
〆
セ
舟
ツ
ヽ
ノ
所

一
貫
二
百
四
匁
）

（
割
印
）
一
、
銀
マ
シ
枚

三
十
枚＝

銀
一
貫
二
九
〇
匁
）

脇
野
専
右
衛
門

右
ニ
同

六
角
同
断

筆
頭

（
割
印
）
一
、
銀
マ
シ
枚

三
十
枚＝

銀
一
貫
二
九
〇
匁
）

麻
田
佐
右
衛
門

巳
午
未
三
年

次
座
セ
割
二
）

落
セ
シ
ツ

二
十
四
）

枚
此
代
イ
〆
マ
シ
セ
ヽ

一
貫
三
十
二
匁
）

三
ツ
割
マ
舟
ツ
シ
ツ
ヽ
ノ
所

三
百
四
十
四
）

（
割
印
）
一
、
銀
チ
枚

枚＝

銀
三
四
四
匁
）

乙
井
庄
七

未
三
月
廿

日
ゟ
ニ
而

一
年

次
座
セ
割
二
）

落
セ
シ
ツ

二
十
四
）

枚
此
代
イ
〆
マ
シ
セ
ヽ

一
貫
三
十
二
匁
）

六
ツ
割
五
ツ
分
チ
舟
カ
シ
ヽ

六
〇
匁
）

（
割
印
）
一
、
銀
セ
シ
枚

二
十
枚＝

銀

六
〇
匁
）

園
卯
右
衛
門

巳
午
未
三
月
迄
ニ
而

弐
年
半

新
町
同
断

筆
頭
セ
シ
ヱ

二
十
七
）

枚
代
イ
〆
舟
カ
シ
サ
ヽ
ノ
所

一
貫
百
六
十
五
匁
）

イ
〆
セ
舟
ヽ

一
貫
二
百
匁
）

ト
見
而

六
ツ
割
壱
ツ
分
セ
舟
ヽ
ノ
所

二
百
匁
）

（
割
印
）
一
、
銀
サ
枚

五
枚＝

銀
二
一
五
匁
）

鮒
子
田
甚
十
郎

未
七
月
廿
日
ゟ
ニ
テ
半
年
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次
座
セ
割
二
）

落
ニ
而

ウ
舟
マ
シ
セ

九
百
三
十
二
）

匁
ノ
所

イ
〆
ヽ
ト
見

一
貫
匁
）

而

七
ツ
割
一
ツ

マ
マ
、
六
か
）

分
舟
カ
シ
カ
カ
入
余

百
六
十
六
匁
六
分
）

一
、
銀
ツ
枚

四
枚＝

銀
一
七
二
匁
）

松
井
六
右
衛
門

右
同
断

（
割
印
）
但
ツ
枚

四
）

代
舟
ヱ
シ
セ
ヽ

百
七
十
二
匁
）

此
所
ヘ
金
マ
両
申
渡
ス

金
三
両
）

筆
頭
セ
シ
ヱ

二
十
七
）

枚
代
イ
〆

一
貫
）

舟
カ
サ
ヽ

百
六
十
五
匁
）

一
、
銀
イ
〆
セ
舟
ヽ

一
貫
二
百
匁
）

井
上
与
三
郎

巳
午
未
七
月
廿
日
迄
ニ
而

三
年

（
割
印
）
金
敬
両
申
渡
ス

不
印
故
減
少

十
）

竹
屋
町
御
台
所
宛
名
勤

筆
頭
セ
シ
サ

二
十
五
）

枚
代
イ
貫
一
）

ヱ
シ
サ
ヽ

七
十
五
匁
）

ノ
所

（
割
印
）
一
、
銀
イ
〆
舟
ヽ

一
貫
二
百
匁
）

井
上
勘
助

巳
午
未
三
年

次
座
セ
割
二
）

落
ニ
而

チ
舟
カ
シ
ヽ

百
六
十
匁
）

ノ
所

六
ツ
割
三
ツ
分
ツ
舟
マ
シ
ヽ

四
百
三
十
匁
）

（
割
印
）
一
、
銀
敬
枚

十
枚＝

四
三
〇
匁
）

伊
庭
半
右
衛
門

午
七
月
廿
三
日
ゟ

未
一
ケ
年
半

油
小
路
南

筆
頭
セ
シ
セ

二
十
二
）

枚
半
代
ウ
舟
カ
シ
ヱ
サ
入
ノ
所

九
百
六
十
七
匁
五
分
）

185

三井家の「家事奉公人」（安田）



イ
〆
ヽ

一
貫
匁
）

ニ
シ
テ

（
割
印
）
一
、
銀
イ
〆

一
貫
匁
）

ヽ

寺
嶋
十
太
郎

巳
午
未
三
年

出
水
同
断

筆
頭
セ
シ
セ

二
十
二
）

枚
半
代
ウ
舟
カ
シ
ヱ
サ
入
ノ
所

九
百
六
十
七
匁
五
分
）

イ
貫
一
）

匁
ニ
シ
テ
六
ツ
割
五
ツ
分
チ
舟
マ
シ
マ
マ
入
ノ
所

百
三
十
三
匁
三
分
）

（
割
印
）
一
、
銀
セ
シ
枚

二
十
枚＝
銀

百
六
拾
匁
）

平
井
忠
助

巳
十
月
廿
五
日
ゟ
ニ
而

午
未
弐
年
半

次
座
セ
割
二
）

落
チ
舟
ヽ
ノ
所

百
匁
）

六
ツ
割
一
ツ
分
舟
マ
シ
マ
マ
入
余
ノ
所

百
三
十
三
匁
三
分
）

（
割
印
）
一
、
銀
マ
枚

三
枚＝

銀
一
二
九
匁
）

平
松
嘉
右
衛
門

未
七
月
廿
一
日
ゟ
半
年

右
十
三
口
ニ
テ
凡
シ
〆
マ
舟
ウ
シ
サ

十
貫
三
百
九
十
五
匁
）

ヽ

右
建
者

丸
三
年
ニ
而

右
之
通
春
夏
之
内
ニ
宛
名
勤
申
付
候
ハ
ヽ
其
年
ハ
丸
壱
年
ニ
建
、
秋
冬
之
内
ニ
宛
名
勤
申
付
候
ハ
ヽ
其
年
ハ
半
季
之
割
ニ
致

可
遣
候
、
宛
名
勤
之
者
首
尾
能
暇
申
渡
シ
候
者
ハ
宛
名
勤
之
年
数
掛
リ
候
丈
ケ
遣
し
可
申
候

朱
書
）「
但
右
年
数
死
去
致
候
者
壱
ケ
年
相
掛
在
之
候
ハ
ヽ
割
ヲ
以
可
遣
候
、
半
季
相
掛
候
者
祝
義
ニ
不
及
候
」

一
、
宛
名
勤
以
下
之
者
江
者
是
迄
之
通
金
舟
疋
宛
祝
儀
可
遣
候
事

百
疋＝

銀
一
五
匁
）

但
、
子
供
立
ゟ
無
滞
相
勤
候
者
右
之
通
、
一
旦
退
役
再
勤
之
者
ハ
時
宜
ニ
ゟ
右
之
通
も
致
遣
候
事
、
中
年
ニ
相
勤
宛
名
勤
ニ
相
成
候
者

ハ
セ
割

二
）

落
ニ
而
銀
数
形
宜
シ
テ
可
遣
候
事
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寛
政
十
二
年
申
十
二
月
十
六
日

御
窺
申
上
御
聞
済
御
座
候
ニ
付
夫
々
申
渡
シ
遣
候
事

右
申
渡
シ
候
銀
来
ル
亥
春
相
渡
シ
申
筈
也

朱
書
）

「
享
和
三
歳
亥
五
月
廿
一
日
銘
々
ヘ
相
渡
申
候
、
申
年
相
渡
置
候
手
形
ヘ
受
取
書
認
さ
せ
引
替
相
渡
し
候
事
」

但
、
居
宅
無
之
者
ハ
宿
入
之
節
迄
預
リ
置
宿
入
之
節
相
渡
シ
可
申
候
、
宿
持
之
分
ハ
次
三
ケ
年
勘
定
之
節
相
渡
シ
可
申
事

（
後
略
）

以
下
、
寛
政
一
二
〜
享
和
二
年
、
享
和
三
〜
文
化
二
年
、
文
化
三
〜
五
年
、
文
化
六
〜

年26
）

、
文
政
一
〇
〜
一
二
年
、
天
保
元
〜
三
年
、

天
保
四
〜
六
年
、
天
保
七
〜
九
年
、
天
保
一
〇
〜
一
二
年
、
天
保
一
三
〜
弘
化
元
年
、
弘
化
二
〜
四
年
、
嘉
永
元
〜
三
年
、
嘉
永
四
〜
六
年
、

安
政
元
〜
三
年
、
安
政
四
〜
六
年27

）
、
文
久
三
〜
慶
応
元
年
、
慶
応
二
〜
明
治
元
年
、
と
断
続
的
に
続
く
。

尚
、
翌
年
度
以
降
は
、
右
奥
書
の
後
に
左
の
様
な
記
述
が
あ
る
。
例
と
し
て
「
寛
政
十
二
申
酉
戌
三
ケ
年
」
分
を
挙
げ
る
と
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

（
前
略
）

奥
書
前
ニ
同

享
和
三
亥
五
月
十
六
日
両
店28

）
一
緒
ニ
御
伺
申
上
御
聞
済
御
座
候
ニ
付
、
十
九
日
ニ
夫
々
申
渡
シ
候
事

御
立
会

郎
右
衛
門
様

元
〆

藤
田
助
右
衛
門
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三
郎
助
様

御
在
江

同

上
嶋
七
郎
兵
衛

郎
兵
衛
様

加
判
名
代

酒
井
善
右
衛
門

同

中
塚
徳
次
郎

加
判
名
代

西
田
新
四
郎

(朱線)

元
方
掛

永
緒
太
郎
右
衛
門

通
勤
支
配

山
田
茂
助

朱
書
）

「
但
永
緒
山
田
元
方
勤
役
」

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
祝
儀
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
祝
儀
は
三
年
に
一
度
、
本
家
六
家
の
手
代
に
対
し
て
大
元
方
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
銀
高
は
、

北
家

筆
頭
三
五
枚
（
銀
一
貫
五
〇
五
匁
）、
次
座
三
〇
枚29

）
（
銀
一
貫
二
九
〇
匁
）

六
角
家

筆
頭
三
〇
枚
（
銀
一
貫
二
九
〇
匁
）、
次
座
二
四
枚
（
一
貫
三
二
匁
）

新
町
家

筆
頭
二
七
枚30

）
（
銀
一
貫
二
〇
〇
匁
）、
次
座
（
二
一
・
六
枚
）
銀
一
貫
匁

竹
屋
町
家

筆
頭
二
五
枚31

）
（
銀
一
貫
一
〇
〇
匁
）、
次
座
（
二
〇
枚
）
銀

六
〇
匁

南
家

筆
頭
二
二
枚
半
（
銀
一
貫
）、
次
座
（
一

枚
）

〇
〇
匁

出
水
家

南
家
に
同
じ

台
所
名
前
役
以
外
の
平
手
代
は
一
律
金
百
疋
（＝

銀
一
五
匁
）

基
本
的
に
次
座
は
そ
の
家
の
筆
頭
か
ら
二
割
減
じ
た
額
で
あ
る
。
竹
屋
町
家
・
南
家
・
出
水
家
の
筆
頭
よ
り
も
北
家
の
次
座
の
方
の
祝
儀
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銀
高
が
高
い
な
ど
、
こ
こ
か
ら
も
各
「
家
」
の
序
列
が
垣
間
見
え
る
。
台
所
名
前
役
と
平
手
代
・
子
者
の
間
に
は
相
当
の
額
差
が
あ
る
。

祝
儀
は
半
季
毎
に
換
算
す
る
の
で
、
台
所
名
前
役
に
三
年
間
就
い
て
い
た
者
は
満
額
、
二
年
半
な
ら
満
額
の
六
分
の
五
、
二
年
な
ら
六
分

の
四
と
な
り
、
半
年
な
ら
満
額
の
六
分
の
一
で
あ
る
。
尚
、
死
去
し
た
場
合
、
在
任
期
間
が
半
年
の
者
に
は
支
給
が
無
い
。

ま
た
、
支
給
さ
れ
て
す
ぐ
手
代
が
祝
儀
を
受
け
取
る
訳
で
は
な
く
、
特
に
各
家
の
台
所
名
前
役
は
一
定
期
間
大
元
方
に
預
け
置
い
て
い
る32

）
。

翻
刻
し
た
寛
政
九
・
一
〇
・
一
一
年
度
分
は
、
寛
政
一
二
年
（
一

〇
〇
）
に
申
し
渡
さ
れ
、
そ
の
際
手
形
を
受
け
取
る
。
実
際
に
は
申
渡

し
の
三
年
後
の
享
和
三
年
（
一

〇
三
）
に
手
形
と
引
替
え
に
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
住
込
み
の
者
は
宿
入
ま
で
預
け
置
き
、
家
持
ち

の
者
は
次
の
祝
儀
の
際
に
受
け
取
る
。
こ
の
祝
儀
は
退
職
銀
額
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
後
述
）。

こ
の
祝
儀
は
、
一

世
紀
後
半
か
ら
明
治
初
年
ま
で
銀
高
に
変
動
が
な
い
。
物
価
に
よ
る
変
動
が
な
い
上
、「
店
」
の
経
営
状
況
に
も
左

右
さ
れ
な
い
。
一
方
で
、
文
化
九
年
（
一

一
二
）
か
ら
文
政
九
年
（
一

二
六
）
ま
で
の
一
五
年
間
支
給
が
さ
れ
て
い
な
い
。「
文
化
六

巳
午
未
」
勘
定
年
割
の
奥
書
の
後
、
朱
筆
で
、「
右
文
化
巳
午
未
ノ
三
年
被
仰
渡
後
御
借
財
筋
ニ
付
而

ハ
御
台
所
ニ
も
子
細
有
之
ニ
付
右
御

祝
義
向
御
差
除
ニ
相
成
候
…
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
井
同
苗
が
借
財
を
し
て
い
る
件33

）
に
関
し
て
、「
家
」
の
家
計
を
預
か
る

台
所
名
前
役
に
も
落
ち
度
が
あ
る
、
と
い
う
判
断
を
大
元
方
が
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

同
苗
や
大
元
方
と
台
所
名
前
役
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
様
に
三
井
同
苗
の
連
座
と
し
て
祝
儀
が
凍
結
さ
れ
て
い
る
事
実
は
重
要

で
あ
る
。

㈥

勤
務
年
数
と
退
職
銀
（
合
力
銀
）

原
則
と
し
て
、
平
手
代
に
な
っ
て
か
ら
何
年
勤
め
た
か
で
勤
務
年
数
を
確
定
す
る
。
勤
務
年
数
に
応
じ
て
退
職
銀
は
換
算
さ
れ
、
子
者
年

数
は
勤
務
年
数
と
し
て
換
算
さ
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
は
子
者
年
数
も
勤
務
年
数
と
し
て
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
脇
野
専
右
衛
門
（
北
家
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手
代
）
を
見
る
と
、
退
職
銀
高
を
決
め
る
際
に
は
子
者
年
数
を
考
慮
に
入
れ
て
、
平
手
代
以
降
二
五
年
勤
務
で
一
〇
貫

〇
〇
匁
の
所
を
、

子
者
以
降
三
〇
年
勤
務
と
見
な
し
て
一
四
貫
目
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
伏
木
金
次
（
北
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
24
）
は
原
則
通
り
の
換
算
の

よ
う
で
、
子
者
か
ら
一
六
年
勤
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
力
銀
は
一
貫
四
〇
〇
匁
と
他
の
一
六
年
勤
務
者
よ
り
少
な
い
。
子
者
年
数
を

換
算
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
長
期
雇
用
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
子
者
年
数
も
勤
務
年
数
に
換
算
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
惣
領
家
で
あ
る
北
家
の
合
力
銀
は
他
の
本
家
よ
り
二
割
増
、
連
家
は
六
掛
（
本
家
の
六
割
）
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の

合
力
銀
額
は
北
家
の
奉
公
人
が
他
よ
り
必
ず
し
も
割
増
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
連
家
に
関
し
て
は
本
家
の
六
、
七
割
の
額
で
あ
る
。

台
所
名
前
役
に
就
い
た
者
の
勤
務
年
数
と
宿
入
・
合
力
銀
（
退
職
銀
）
を
考
察
す
る
際
は
、
宿
入
を
し
た
上
で
そ
の
後
退
職
し
た
者
を
除

い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
給
金
（
祝
儀
）
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
三
年
に
一
度
の
祝
儀
分
の
有
無
が
退
職
銀
額
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
祝
儀
は
、
住
込
み
の
者
は
宿
入
ま
で
預
け
置
き
、
宿
持
ち
の
者
は
次
の
祝
儀
の
際
に
受
け
取
る
。
つ
ま
り
、
宿
入
合
力

銀
に
は
祝
儀
分
が
含
ま
れ
る
。
宿
入
を
せ
ず
に
退
職
す
る
者
も
、
退
職
の
際
に
そ
れ
ま
で
預
け
置
い
た
祝
儀
分
が
合
力
銀
に
加
算
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
宿
入
後
に
「
家
」
へ
戻
っ
て
き
た
手
代
は
、
大
抵
の
場
合
宿
持
ち
で
あ
り
、
祝
儀
は
定
期
的
に
受
け
取
る
た
め

退
職
銀
額
に
は
祝
儀
分
が
含
ま
れ
な
い
。
例
え
ば
、
辻
一
郎
次
（
北
家
手
代
、
奉
公
人
番
号
17
）
は
宿
入
時
五
年
勤
務
で
宿
入
合
力
銀
一
貫

〇
〇
匁
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
宿
入
後
暇
（
死
去
）
ま
で
の
一
〇
年
勤
務
で
香
典34

）
一
貫
二
九
〇
匁
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
第
２
表
、
お
よ
び
第
１
図
は
、
祝
儀
分
込
み
の
合
力
銀
額
の
み
を
記
し
て
い
る
。

平
手
代
と
台
所
名
前
役
で
は
祝
儀
に
相
当
の
差
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
合
力
銀
（
退
職
銀
）
に
も
相
当
の
差
が
あ
る
。
同
じ
勤
務
年
数
で
あ

っ
て
も
、
台
所
名
前
役
に
就
い
て
い
た
年
数
が
長
い
方
が
合
力
銀
額
は
高
く
な
る
。
ま
た
退
職
銀
額
は
、
奉
公
人
の
年
齢
と
と
も
に
若
干
上

が
る
。

奉
公
人
の
年
季
は
、
奉
公
人
と
主
人
双
方
に
不
都
合
が
な
い
限
り
終
身
雇
用
が
原
則
で
あ
る
。「
店
」
の
手
代
の
場
合
、
初
勤
に
あ
た
り
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提
出
し
た
奉
公
人
請
状
に
は
建
前
上
年
季
は
一
〇
年
と
記
載
さ
れ
る35

）
。「
家
」
の
奉
公
人
の
奉
公
人
請
状
も
同
様36

）
で
あ
る
。
年
季
は
決
ま
っ

て
は
い
な
い
が
、「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数37

）
」
を
見
る
と
一
〇
年
ほ
ど
で
退
職
す
る
者
が
最
も
多
い
。

「
店
」
の
手
代
の
退
職
銀
モ
デ
ル38

）
と
「
家
」
の
手
代
の
退
職
銀
モ
デ
ル39

）
と
を
比

し
た
も
の
が
第
１
図
で
あ
る
。

大
凡
、
勤
務
年
数
が
一
五
年
ま
で
は
「
家
」
の
手
代
の
方
の
合
力
銀
が
多
く
、
一
五
年
以
降
は
逆
転
し
「
店
」
の
方
が
多
く
な
る
。
こ
れ

は
、「
家
」
に
は

中
年
者

で
勤
務
を
始
め
る
者
や
再
勤
者
が
多
く
、
少
な
い
勤
務
年
数
で
あ
っ
て
も
重
要
な
役
職
（
台
所
名
前
役
）
に

就
く
た
め
、
合
力
銀
が
「
店
」
よ
り
も
高
く
な
る
と
考
え
る
。

第
２
表
、
第
１
図
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
家
」
の
手
代
に
は
五
〇
年
に
渡
る
よ
う
な
長
期
勤
務
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
店
」
の
手

代
で
あ
れ
ば
、
三
〇
年
も
勤
め
れ
ば
別
家
を
許
さ
れ
、
自
分
稼
業
を
し
つ
つ
「
店
」
に
重
役
手
代
と
し
て
出
勤
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
家
」

の
手
代
に
は
そ
れ
が
な
い
。
よ
っ
て
、
体
力
や
能
力
に
支
障
の
無
い
者

は
宿
持
ち
手
代
と
し
て
勤
務
を
継
続
す
る
。
そ
こ
ま
で
の
長
期
勤
務
者

は
す
で
に
宿
入
済
な
た
め
、
最
終
的
に
退
職
す
る
際
の
合
力
銀
額
は
少

な
い
が
、
一
生
の
内
で
受
け
取
っ
た
銀
高
は
「
店
」
の
手
代
に
何
ら
劣

ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か40

）
。

㈦

退
職
理
由

「
家
」
の
手
代
の
退
職
理
由
は
第
３
表
の
通
り
で
あ
る41

）
。
尚
、
参
考

に
あ
げ
て
い
る
の
は
「
店
」
の
手
代
で
あ
る
。

第２表 「家」の手代合力銀

(退職銀)モデル

合力銀
(匁)

平手代のみ
経験者

平＋
名前役

名前役のみ
経験者

なし 10年未満

1,300 10年

1,500 4.5～６年

1,800 ７年

2,000 15年 10年

2,150 ９年

3,000 20年

3,800 12年

4,000 15年

6,000 20年

7,500 23年

10,000 33年

10,800 25年

14,000 30年

21,500 35年

出所) 三井文庫所蔵史料続6595より作成。
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「
家
」
の
手
代
の
退
職
理
由
の
特
徴
は
、
京
本
店
・

京
両
替
店
と
比
べ
て
、
死
去
が
多
い
が
病
気
が
少
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
様
に
勤
続
五
〇
年

な
ど
の
高
齢
の
手
代
が
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
死
因
は
病
死
で
も
、
も
は
や
寿
命
で
あ
る
と
言
っ

て
良
か
ろ
う
。
安
岡
氏
は
「
江
戸
後
期
の
三
井
京
両
替

店
に
お
け
る
奉
公
人
の
勤
続
事
情
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、

病
気
・
病
死
に
よ
る
退
職
の
高
率
」
と
勤
続
の
短
期
化
、

そ
し
て
円
満
退
職
者
の
減
少
で
あ
る
と
し
て
い
る42

）
。
三

井
家
事
業
の
悪
化
と
物
価
高
騰
が
手
代
の
勤
務
・
生
活

水
準
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
故
に
病
人
・
死
病
者
が
多

く
出
た
と
し
て
い
る
。
一
方
「
家
」
の
手
代
は
、
同
苗

と
生
活
空
間
を
共
に
し
て
い
る
以
上
、「
店
」
に
比
べ
て
生
活
水
準
の
悪
化
が
少
な
く
、
結
果
と
し
て
病
気
退
職
者
も
少
な
く
、
短
期
退
職

者
も
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
円
満
退
職
者
は
明
和
か
ら
天
保
期
は
一
三
〇
名
中
二
九
名
、
江
戸
後
期
・
幕
末
で
は
四
一
名
中
一
二
名
で
あ
る
。
こ
の
内
、
特
に

江
戸
後
期
・
幕
末
で
は
「
親
元
相
続
ニ
付
」
と
い
う
理
由
が
大
半
を
占
め
る
。
恐
ら
く
明
和
〜
天
保
期
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
前
述

の
よ
う
に
、
京
都
の
商
人
・
職
人
の
子
弟
が
多
い
点
、「
店
」
と
「
家
」
で
は
階
層
に
大
差
が
な
い
点
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

勤務年数 (年)

0 40302010
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

銀
高

匁
）

第１図 退職銀モデル

「店」手代 退職銀モデル

「家」手代 退職銀モデル
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第３表 「家」手代退職理由

参考 参考

退職理由 明和～天保頃 京両替店
文化２～天保
11の退職者⑴

京本店
元禄９～享保
15子供の退職
者⑵

江戸後期・幕末

(合力銀願等
記載奉公人)⑶
のみ

京両替店
天保11～幕末
の退職者⑷

首尾能暇
(円満退職) 19(14.6％) 24(24％) 30(12.6％) 1(2.4％) 9(9％)

依願退職
(円満退職) 10(7.6％) (相続)

8(8％) 7(2.9％) 11⑸(26.8％) (相続)
10(10％)

死去 24(18.5％) 15(15％) 28(11.7％) 6(14.6％) 12(12％)

病気 7(5.3％) 32(32％) 19(7.9％) 6(14.6％) 29(29％)

暇⑹(解雇か) 31(23.8％) 8(8％) 77(32.2％) ― 8(8％)

退役 6(4.6％) ― ― ― ―

訳あって暇⑺ 3(2.3％) ― ― 3(7.3％) ―

不 1(0.7％) 3(3％) ― ― 3(3％)

不明 29(22.3％) 10(10％) 65(27.2％) 14(34.1％) 29(29％)

計 130名
(内重複２名⑻)

100名 239名
(内在職者13名) 41名 100名

出所)「御宅々台所手代勤仕年数控」(三井文庫所蔵史料 続6595)。

注) １.安岡『三近世商家の経営理念・制度・雇用』「第六章 京両替店の勤続事情」表６-３参照。

２.同，表６-６参照。

３.一紙の合力銀願等（付表３参照）の中から，江戸後期・幕末の「家」の手代の退職理由を抽出し

た。合力銀を受け取っているというのが前提であるため，勤務年数の短い者や，不 や解雇など不

名誉な退職理由の者の情報が一切ない。データとしては不十分だが，比 する上であえて掲載し

た。

４.安岡『三近世商家の経営理念・制度・雇用』「第六章 京両替店の勤続事情」表６-５参照。

５.11人中，３名は「依願暇」などの依願退職者，８名は「相続筋ニ付暇」など相続を理由にした退職

者である。

６.「御宅々台所手代勤仕年数控」は時代を経る (天保に近づく)と共に記載が粗くなる。よって「暇」

とだけ記載されている者であっても，解雇ではなく円満退職の可能性がある。また，勤務が長期で

あり，円満退職と思われる者であっても「暇」とのみ記載されている例がある。「暇」は解雇と同

義とは言い難く，定義については再考すべきであろう。

７.これは，「子細有之御暇」や，「家原宅改革ニ付無余儀暇」(三原佐兵衛，続2101-9)など。家原と

長井の二連家は，嘉永二年 (1849)の大元方財政改革の一旦として同苗組織から除き，宿持手代同

様とされた。三原の解雇はこの余波を受けたものと考えられる。

８.前田彦三郎(奉公人番号57)と広瀬直次郎(奉公人番号64)は最初の勤務時と再勤時両方の退職理由

が判明するため，重複している。よって正確には総人数は130名から２名を差し引いた128名であ

る。
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㈧

退
職
後
・
奉
公
の
メ
リ
ッ
ト

「
家
」
の
手
代
は
、
退
職
後
親
元
を
相
続
し
て
稼
業
を
継
ぐ
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、「
店
」
の
よ
う
に
暖
簾
分
け
に
よ
る
自
分
稼
業
を
営
む

者
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
井
家
で
は
「
店
」
の
手
代
の
場
合
、
平
手
代
以
上
ま
で
勤
め
上
げ
て
円
満
退
職
し
た
者
に
は
越
後
屋
の

家
号
と
暖
簾
印
が
授
け
ら
れ
る43

）
。
暖
簾
印
と
は
、
三
井
越
後
屋
が
手
代
を
商
人
と
し
て
認
め
た
証
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
と
、

「
家
」
の
手
代
に
与
え
ら
れ
る
性
質
の
物
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
家
の
ひ
と
つ
出
水
家
の
史
料
中
、「
家
」
の
手
代
が
暖
簾
印
を
願
う
例
が

見
ら
れ
る44

）
。

乍
恐
願
書

三
井
文
庫
所
蔵
史
料

小
石
川

〇
〇

一
）

一
、
私
義
、
今
般
宿
入
被
仰
附
其
上
結
構
御
合
力
銀
被
下
置
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
就
右
何
卒
御
暖
簾
印
頂
戴
仕
度
奉
存
候
、
御
憐
愍
ヲ

以
御
聞
済
被
遊
被
下
候
様
偏
御
願
奉
申
上
候
、
此
段
宜
御
執
成
可
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

嘉
永
七
寅
年

道
家
喜
太
郎
印

出
水
家
筆
頭
台
所
名
前
役
）

三
月

竹
屋
町
筆
頭
台
所
名
前
役
）

磯
部
利
右
衛
門
様

嘉
永
六
年
後
期
か
ら
出
水
家
次
席
台
所
名
前
）

岡
田
市
蔵
様

口
上

三
井
文
庫
所
蔵
史
料

小
石
川

〇
〇

三
）

一
、
道
家
喜
太
郎
義
今
般
宿
入
申
附
候
ニ
付
、
暖
簾
印
之
儀
願
出
聞
済
遣
し
度
存
候
、
此
段
御
届
御
聞
済
被
下
候
様
願
上
候
、
已
上

嘉
永
七
寅
三
月

三
郎
助
在
府

助

印
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郎
右
衛
門
様

元
之
助
様

重
役
人
中

道
家
喜
太
郎
は
三
一
年
勤
務
し
た
時
点
で
宿
入
し
、
そ
の
際
暖
簾
印
を
願
っ
て
い
る
。
最
終
的
に
暖
簾
印
が
下
さ
れ
た
か
は
不
明
だ
が
、

「
家
」
の
手
代
と
三
井
家
と
の
密
接
な
繫
が
り
を
示
し
て
い
る
史
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
家
」
の
手
代
は
退
役
後
、「
宅
付
出
入
手
代
」「
出
入
者
」
な
ど
と
い
う
名
称
で
冠
婚
葬
祭
の
記
録
等
に
登
場
す
る
。
退
役
後
も
、
勤
め

て
い
た
「
家
」
で
人
手
が
必
要
な
際
は
手
伝
い
に
行
く
な
ど
、
三
井
家
と
密
接
な
繫
が
り
を
持
っ
て
い
た
（
後
述
）。

ま
た
、
京
両
替
店
の
手
代
の
名
簿45

）
な
ど
を
見
て
い
る
と
、
親
の
欄
に
各
家
の
台
所
名
前
役
の
名
が
見
ら
れ
る
。
親
の
三
井
家
と
の
繫
が
り

を
元
に
子
が
「
店
」
に
奉
公
す
る
な
ど
、「
家
」
へ
の
奉
公
は
「
店
」
へ
の
奉
公
と
同
じ
く
強
力
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

西
坂
「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」
で
は
、
特
に
子
供
の
退
職
に
関
し
て
「
奉
公
の
目
的
が
、
商
売
の
見
習
い
と
、
三
井
越
後
屋
と
の

「
縁
」
の
形
成
（
更
新
）
と
い
う
点
に
お
か
れ
」
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。「
家
」
に
奉
公
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
店
」
の

よ
う
に
直
接
商
売
の
見
習
い
に
は
な
ら
な
い
が
、
上
層
町
人
と
し
て
の
教
養
や
儀
式
・
礼
儀
作
法
の
習
得
と
、
三
井
家
と
の
強
力
な
「
縁
」

を
形
成
（
更
新
）
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
）
「
店
」
の
奉
公
人
で
「
台
所
」
と
は
、
台
所
で
賄
い
を
す
る
下
男
の
こ
と
を
指
す
。

２
）
『
三
井

郎
右
衛
門
高
棟
傳
』
二
一
〇
頁
参
照
。

３
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年

勘
定
年
割
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
）
よ
り
。
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４
）

付
表
１
参
照
。

５
）

尚
、
手
代
・
子
者
の
区
別
は
該
当
史
料
の
ほ
ぼ
中
間
を
と
っ
て
文
久
二
年
に
し
た
。
こ
れ
は
昇
格
に
伴
う
重
複
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。
文

久
二
年
の
「
宗
門
差
出
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

北
一
二
七
一

二
）
に
子
者
と
し
て
記
載
さ
れ
た
者
は
、
た
と
え
翌
年
に
手
代
に
昇
格

し
た
と
し
て
も
子
者
の
欄
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。

６
）
『
三
井

郎
右
衞
門
高
棟
傳
』
七
七
〜
一
〇
五
頁
。
本
書
に
よ
る
と
吉
岡
吉
太
郎
は
慶
応
元
年
一
三
歳
で
奉
公
を
開
始
し
た
と
あ
り
、
付
表

１
よ
り
一
年
早
い
。

７
）
「
親
元
相
続
」
と
は
、
稼
業
で
は
な
く
、
家
督
の
み
を
相
続
す
る
と
い
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
督
と
稼
業
の
相
続
は
切
り
離

し
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
家
督
を
相
続
す
る
際
は
稼
業
も
相
続
す
る
た
め
に
、
三
井
家
奉
公
人
を
退
職
す
る
の
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
継
ぐ
べ
き

稼
業
が
農
業
（
家
が
農
家
）
の
場
合
も
想
定
さ
れ
る
が
、
農
家
の
家
督
・
稼
業
相
続
者
で
あ
る
長
男
が
京
都
の
商
家
ま
で
奉
公
に
出
る
と
は
考

え
に
く
い
（
奉
公
人
の
内
、
地
方
出
身
者
は
次
男
以
下
の
者
）。
よ
っ
て
「
親
元
相
続
」
に
よ
る
退
職
者
と
は
、
都
市
民
で
親
が
商
人
か
職
人

で
あ
る
と
考
え
る
。

８
）

奉
公
人
番
号
は
付
表
２

１
・
２
参
照
。

９
）

各
家
に
よ
り
人
数
は
異
な
り
、
台
所
役
筆
頭
一
人
次
座
一
人
の
計
二
人
の
家
や
、
筆
頭
一
人
の
み
の
家
も
あ
る
。

10
）

詳
細
は
不
明
。
住
み
込
み
で
は
な
く
、
通
い
の
形
で
勤
め
る
者
か
。

11
）

勿
論
、
初
回
の
勤
務
実
態
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
「
雇
勤
」「
再
勤
」
者
の
中
に
は
、
初
回
の
出
勤
時
子
者
か
ら
始
め
た
者
、
つ
ま
り

子

飼
い

が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

12
）

唯
一
見
受
け
ら
れ
る
差
は
、
三
年
ご
と
の
祝
儀
で
あ
る
。「
三
年
勘
定
扣
」（「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代

勘
定
年
割
之
控
」
三
井
文
庫
所
蔵

史
料

続
六
五
九
五
）
の
奥
書
（
本
文
に
翻
刻
）
に
、
再
雇
用
者
で
は
な
く
、「
中
年
ニ
相
勤
宛
名
勤
ニ
相
成
候
者
」
は
二
割
落
、
と
い
う
一

文
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
三
年
勘
定
扣
」
に
は
、

子
飼
い

か

中
年
者

か
の
区
別
が
書
い
て
い
な
い
の
で
、
実
際
に
祝
儀
を
二
割

減
じ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
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13
）

前
掲
「
三
年
勘
定
扣
」
の
奥
書
（
本
文
に
翻
刻
）
に
は
、
祝
儀
に
関
し
て
「
但
、
子
供
立
ゟ
無
滞
相
勤
候
者
右
之
通
一
旦
退
役
再
勤
之
者
ハ

時
宜
ニ
ゟ
右
之
通
も
致
遣
候
事
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
子
者
か
ら
継
続
し
て
勤
め
る
者
と
、
子
者
か
ら
勤
め
る
が
一
旦
退
職
し
た
再
勤
者
が

並
立
で
扱
わ
れ
て
い
る
。

14
）

奉
公
人
番
号
19
の
松
井
与
市
は
元
治
元
年
四
六
歳
ま
で
宗
門
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
以
降
台
所
名
前
役
を
継
続
し
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
宗
門
人
別
帳
に
記
載
が
な
い
の
で
、
宿
持
ち
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
文
久
三
年
に
宿
入
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
奉
公
人
番
号
59
の
道
家
喜
太
郎
は
四
四
歳
で
宿
入
し
て
い
る
。

15
）

当
時
の
北
家
台
所
名
前
役
筆
頭
は
脇
野
専
右
衛
門
（
奉
公
人
番
号
２
）、
同
じ
く
次
座
は
西
田
善
七
（
奉
公
人
番
号
４
）
で
あ
る
。

16
）

柘
植
が
北
家
へ
の
異
動
し
た
の
と
同
じ
年
に
、
当
時
北
家
台
所
次
座
の
脇
野
専
右
衛
門
が
宿
入
り
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
影
響
を
柘
植
の
異

動
で
補
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

17
）

麻
田
左
右
衛
門
（
奉
公
人
番
号
18
・
35
）
の
奉
公
開
始
年
・
台
所
名
前
役
就
任
年
は
不
明
。「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割
之

控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
）
後
半
の
「
勘
定
年
割
扣
」
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も
嘉
永
四
年
段
階
で
六
角
家
の
次
席
台
所
名

前
に
就
任
し
て
い
る
。

18
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
後
半
）。

19
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
前
半
）。

20
）

こ
の
他
、
氏
名
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
退
店
者
や
家
督
別
家
の
者
で
「
家
」
の
奉
公
人
と
な
っ
た
者
を
『
店
々
役
人
名
鑑
』（
三
井
家
編
纂
室

編
）
等
か
ら
数
名
確
認
で
き
る
。

21
）
「
奉
公
人
抱
帳
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
四
三
〇
〜
一
四
三
四
、
別
一
一

四
）。

22
）
「
奉
公
人
抱
帳
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

本
一
四
三
〇
）
か
ら
、
若
井
喜

郎
の
記
事
を
示
す
と
以
下
の
通
り
。

正
徳
四
年
午
ノ
年
ゟ
子
二
月
迄
宗
竺
様
ニ
勤

享
保
五
年
子
二
月
一
四
日
ゟ
本
店
勤
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一
、
若
井
喜

郎

一
六
才

よ
し
や
町
下
立
売
下
ル
町

（
別
筆
）

「
暇
遣
ス
」

親
し
な
の
や
長
兵
衛

代
々
西
本
願
寺
宗
小
川
椹
木
町
上
ル
町

正
覚
寺
旦
那

23
）

若
井
、
田
中
金
四
郎
（
享
保
五
年
目
見
）、
桜
嶋
彦
五
郎
（
享
保
五
年
本
店
勤
）、
西
田
吉
七
（
享
保
五
年
本
店
勤
）、
岡
嶋
新
吉
（
享
保
五

年
本
店
勤
）、
吉
田
浅
助
（
享
保
一
二
年
泊
）、
川
勝
甚
吉
（
享
保
一
四
年
本
店
勤
）、
佐
藤
喜
六
（
享
保
一
五
年
泊
）、
松
村
友
吉
（
元
文
四
年

出
勤
）、
桜
木
新
太
郎
（
元
文
四
年
泊
）、
浅
井
傳
吉
（
元
文
五
年
泊
）、
吉
田
吉
太
郎
（
明
和
元
年
泊
）、
苔
谷
金
七
（
安
永
九
年
泊
）
の
一
三

名
。

24
）
『
三
井

郎
右
衞
門
高
棟
傳
』
一
三
三
・
一
三
四
頁
。
麻
田
佐
右
衛
門
（
奉
公
人
番
号
18
）、
西
田
善
助
（
奉
公
人
番
号
20
）、
中
井
三
平
、

井
口
新
三
郎
（
奉
公
人
番
号
37
）、
西

乕
四
郎
（
奉
公
人
番
号
56
）
な
ど
。

25
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
）。

26
）

こ
の
後
、
祝
儀
の
支
給
が
一
五
年
間
、
一
時
的
に
止
め
ら
れ
て
い
る
。

27
）

こ
の
後
、
万
延
元
年
申
酉
戌
の
分
が
抜
け
落
ち
て
い
る
が
、
理
由
は
不
明
。

28
）

京
本
店
と
京
両
替
店
。

29
）

銀
三
五
枚
の
二
割
落
は
正
確
に
は
二

枚
で
あ
る
が
、
他
の
年
度
を
見
て
も
三
〇
枚
で
あ
る
。

30
）

銀
二
七
枚
は
正
確
に
は
銀
一
一
六
一
匁
で
あ
る
。
翻
刻
し
た
史
料
中
に
は
一
一
六
五
匁
と
の
記
載
が
あ
る
。

31
）

銀
二
五
枚
は
正
確
に
は
銀
一
〇
七
五
匁
で
あ
る
。

32
）
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
二
、
一
〇
「
大
元
方
の
決
算
帳
簿
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
「
大
元
方
勘
定
目
録

慶
応
三
年
一
二
月
」
の
「
預
り

方
」
を
み
る
と
、
本
家
六
家
の
台
所
名
前
役
計
九
名
が
三
年
勘
定
祝
儀
を
全
額
預
け
て
い
る
。
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33
）
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
第
一
一
節
「
同
苗
借
財
と
文
政
一
件
」
参
照
。
文
化
・
文
政
期
は
同
苗
の
借
財
・
家
督
が
問
題
に
な
っ
た
時

期
で
あ
る
。

34
）

勤
務
中
の
手
代
が
死
去
し
た
際
、
退
職
銀
相
当
額
が
香
典
と
し
て
支
払
わ
れ
る
。

35
）

林
玲
子
『
江
戸
・
上
方
の
大
店
と
町
家
女
性
』
第
三
章

三
「
両
替
店
の
奉
公
人
」
参
照
。（
初
出
「
享
保

宝
暦
期
の
両
替
店
経
営
」
一

〜
三
、
日
本
経
済
史
研
究
所
編
『
三
井
両
替
店
』
三
井
銀
行
、
一
九

三
年
）。

36
）
「
手
代
奉
公
人
吉
次
郎
請
状
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

北
七
九

六
）。

37
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
前
半
）。

38
）

西
坂
「
越
後
屋
京
本
店
手
代
の
入
店
・
昇
進
・
退
職
に
つ
い
て
」
第
15

１
・
２
表
参
照
。
一

〇
〇
〜
一

三
九
年
入
店
の
子
供
を
対
象

に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
合
力
銀
と
望
姓
銀
が
混
在
し
て
い
る
。

39
）
「
店
」
の
手
代
に
合
わ
せ
た
た
め
、「
家
」
の
手
代
に
関
し
て
は
平
手
代
の
み
経
験
者
と
、
平
手
代
十
台
所
名
前
役
を
経
験
者
の
平
均
値
か
ら

グ
ラ
フ
を
制
作
し
た
。
よ
っ
て
子
者
は
含
ま
な
い
。「
店
」
の
手
代
で
、
平
手
代
を
経
ず
に
昇
級
す
る
者
が
い
な
い
た
め
、「
家
」
の
台
所
名
前

役
の
み
経
験
者
も
除
外
し
た
。

40
）
「
店
」
の
長
期
勤
務
の
手
代
（
重
役
手
代
）
に
は
、
三
井
家
か
ら
受
け
取
っ
た
銀
高
の
他
に
、
自
分
稼
業
が
あ
る
た
め
、
当
然
総
資
産
で
は

「
家
」
の
手
代
を
し
の
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
。

41
）

北
家
の
み
で
は
事
例
が
少
な
い
た
め
、
史
料
記
載
の
「
家
」
の
手
代
全
て
を
あ
げ
て
い
る
。

42
）

あ
く
ま
で
、
四
年
以
内
の
短
期
退
職
者
に
お
け
る
病
気
・
病
死
の
高
率
を
指
し
て
い
る
。
合
計
人
数
だ
け
を
み
る
と
天
保
一
一
年
以
前
も
以

後
も
病
気
・
病
死
に
は
大
差
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

43
）
『
三
井
事
業
史
』
本
篇
第
一
巻
二
五
九
頁
参
照
。

44
）
「

道
家
喜
太
郎
宿
入
関
係
史
料

」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

小
石
川

〇
〇

一
〜
三
）。
尚
、
小
石
川

〇
〇

二
は
小
石
川
家
当
主
か
ら

大
元
方
へ
宛
て
た
道
家
喜
太
郎
の
宿
入
合
力
銀
出
銀
願
書
で
あ
る
。
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45
）

安
岡
『
近
世
商
家
の
経
営
理
念
・
制
度
・
雇
用
』
第
六
章
「
京
両
替
店

の
勤
続
事
情
」
参
照
。

２

下

男

㈠

出
自
（
出
身
地
・
階
層
）

嘉
永
七
年
〜
明
治
四
年
（
一

五
四
〜
一

七
一
）
の
間
に
宗
門
人
別

帳
・
奉
公
人
名
録
に
記
載
さ
れ
た
北
家
の
「
家
」
の
下
男
の
生
国
は
第
４
表

の
通
り
で
あ
る
。

「
家
」
の
下
男
の
多
く
は
日
本
海
地
域
の
村
落
出
身
者
で
あ
る
。
し
か
し
四
分
の
一
ほ
ど
山
城
出
身
者
が
お
り
、
親
の
住
所
や
屋
号
か
ら
、

京
都
の
都
市
民
で
あ
る
と
言
え
る
。
京
都
の
都
市
日
雇
層
化
し
た
者
の
子
弟
か
、
小
規
模
の
商
人
・
職
人
の
子
弟
か
は
判
然
と
し
な
い
。

前
掲
西
坂
「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」
に
よ
る
と
、「
店
」
の
下
男
に
関
し
て
は
、
大
部
分
が
日
本
海
地
域
の
国
々
の
、
村
落
出
身
者
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
家
」
と
「
店
」
の
下
男
の
出
身
地
は
共
に
日
本
海
地
域
の
村
落
が
大
半
だ
が
、「
家
」
の
下
男
は
京
都
の
都
市
民
も
少
な
か
ら
ず
含
ま

れ
て
い
る
。

㈡

年
齢

付
表
１

４
を
見
る
と
、
北
家
の
住
込
み
の
下
男
の
年
齢
が
判
明
す
る
。
勤
務
開
始
年
齢
を
見
る
と
下
は
一
九
歳
、
上
は
五
九
歳
、
各
年

の
平
均
年
齢
も
二
五
・
七
歳
〜
三
三
・
三
歳
と
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
ま
た
、
各
年
を
通
じ
て
「
店
」
の
下
男
よ
り
高
齢
で
あ
る
。

第４表 三井北家下男

生国(嘉永七年

～明治四年)

生国 人数 (内元治元年)

山城 11 (1)

加賀 5 (1)

近江 4

丹波 4 (1)

越中 3 (1)

但馬 3

越前 3

能登 2

阿波 2

丹後 1

淡路 1

美濃 1

計 41 (4)
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前
掲
西
坂
「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」
に
よ
る
と
、「
店
」
の
下
男
の
勤
務
開
始
年
齢
は
一

歳
か
ら
三
六
歳
ま
で
、
平
均
し
て
二
四
・

五
歳
で
あ
り
、
店
表
（
手
代
）
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
、
と
し
て
い
る
。

「
家
」
の
下
男
の
方
が
「
店
」
よ
り
も
年
齢
が
高
い
傾
向
に
あ
る
。

㈢

勤
務
・
給
金

「
家
」
の
下
男
に
関
し
て
は
、
奉
公
人
請
状
と
幕
末
の
宗
門
人
別
帳
、
冠
婚
葬
祭
の
記
録
に
そ
の
名
前
が
若
干
残
る
の
み
で
あ
る
。
左
で

翻
刻
す
る
の
は
、
本
家
の
一
つ
新
町
家
所
蔵
の
下
男
の
奉
公
人
請
状１

）
で
あ
る
。

奉
公
人
請
状
之
事

一
、
此
惣
七
与

申
者
当
四
月
ゟ
九
月
迄
、
半
季
給
銀
六
拾
五
匁
之
割
ヲ
以
為
致
御
奉
公
候
所
実
正
也
、
此
者
出
生
者

東
中
筋
七
条
上
ル
町
越
中
屋

弥
助
悴
ニ
て
、
我
等
身
寄
慥
成
も
の
ニ
付
請
人
ニ
相
立
申
候
、
宗
旨
者

代
々
門
徒
宗
西
本
願
寺
末
堀
川
花
屋
町
下
ル
御
堂
前
明
覚
寺
旦
那
ニ
紛

無
御
座
候
、
則
寺
請
状
我
等
方
ニ
取
置
申
候

一
、
従
御
公
儀
様
被
為

仰
出
候
御
法
度
之
儀
者

不
申
及
御
家
風
急
度
為
相
背
申
間
敷
候
、
万
一
此
者
取
逃
欠
落
等
仕
候

又
者

如
何
様
之
悪
事

仕
出
し
候
共
、
我
等
罷
出
其

明
仕
、
其
許
様
江

少
し
茂
御
損
難
相
懸
申
間
敷
候
、
此
者
入
御
意
ニ
御
召
遣
被
下
候
内
者

幾
年
ニ
而
茂

此
証
文

表
ヲ
以
請
人
ニ
相
立
申
候
、
為
後
日
之
請
状
仍
而
如
件

嘉
永
四
年

西
中
筋
御
前
通
上
ル

亥
四
月

請
人

越
前
屋
伊
兵
衛
（
印
）

三
井
源
右
衛
門
殿

奉
公
人

惣
七

御
代

家
城
良
助
殿

当
拾

才
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鮒
子
田
甚
十
郎
殿

改
名
定
助

（
別
筆
）

「
子
九
月
出
替
リ
ニ
付
暇
遣
ス
」

（
後
略
）

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
下
男
と
は
、
半
季
契
約
で
あ
り
、
給
銀
は
六
五
匁
で
あ
る
。
右
の
惣
七
（
定
助
）
は
亥
四
月
に
奉
公
を
始
め
翌
年

の
九
月
に
暇
を
遣
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
年
半
勤
め
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
請
状
や
付
表
１

４
を
見
て
も
半
年
か
ら
二
年
で
辞
め

る
者
が
大
半
で
あ
る
。
下
男
の
入
れ
替
わ
り
は
激
し
い
。
奉
公
す
る
際
改
名
し
、「
〜
助
」
と
い
う
名
前
に
な
る
。
家
毎
に
採
用
し
、
請
状

は
各
家
の
主
人
（
同
苗
）
に
出
す
が
、
実
質
的
に
は
主
人
の
名
代
で
あ
る
台
所
名
前
役
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

下
男
の
職
階
は
不
明
だ
が
、
管
理
者
と
し
て
「
男
頭
」
が
存
在
す
る
。「
親
方
」
と
も
い
う
。
し
か
し
、
職
階
は
存
在
し
な
い
可
能
性
が

高
い
。「
男
頭
」
と
い
う
名
称
は
「
店
」
と
共
通
で
あ
る
。
短
期
奉
公
が
大
半
で
あ
る
下
男
の
中
で
、
男
頭
は
数
年
に
わ
た
っ
て
勤
務
す
る

者
が
多
い
。
男
頭
を
円
満
退
職
し
た
者
は
「
親
方
出
入
」
と
呼
ば
れ
、
三
井
家
の
冠
婚
葬
祭
な
ど
を
手
伝
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た

下
男
を
円
満
退
職
し
た
者
は
「
下
出
入
方
」「
出
入
方
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る２

）
。

１
）
「（
奉
公
人
請
状
判
取
）」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料
新
古
二
七
二
）。
こ
の
史
料
は
半
季
奉
公
人
請
状
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
下
男
と
下
女
の

奉
公
人
請
状
が
あ
る
。
尚
、「
奉
公
人
請
状
判
取
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

新
古
二
七
一
）
も
同
様
で
あ
る
。

２
）

こ
の
名
称
は
、
後
述
の
同
苗
出
生
や
冠
婚
葬
祭
の
史
料
に
拠
る
。
出
入
方
は
、
退
職
後
で
あ
っ
て
も
同
家
に
手
伝
い
に
行
け
る
者
、
つ
ま
り

京
都
近
郊
に
住
ん
で
い
る
者
に
限
ら
れ
る
。
下
男
は
地
方
出
身
者
が
多
い
た
め
、
円
満
退
職
者
全
員
が
出
入
方
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
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二

女
性
奉
公
人

女
性
奉
公
人
の
構
成
員
は
主
に
「
乳
母
」
と
「
茶
之
間
役
」「
茶
之
間
」
と
「
半
女
」
で
あ
る
。「
乳
母
」
と
「
茶
之
間
」
を
指
し
て
「
下

女
」
と
言
う
。「
半
女
」
を
指
し
て
「
台
所
下
女
」
と
呼
ぶ
場
合
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
、「
妾１

）
」
が
存
在
す
る
。

ま
た
、
近
世
後
期
に
は
特
に
「
茶
之
間
」
を
指
し
て
「
女
中
」「
召
使
」
と
呼
ぶ
例
が
見
ら
れ
る
。

１

下
女
（
茶
之
間
・
乳
母
）

㈠

出
自
（
出
身
地
・
階
層
）

嘉
永
七
年
〜
明
治
四
年
（
一

五
四
〜
一

七
一
）
の
間
に
宗
門
人
別
帳
・
奉
公
人
名
録
に
記
載
さ
れ
た
北
家
の
「
家
」
の
下
女
の
生
国

は
第
５
表
の
通
り
で
あ
る
。

下
女
の
多
く
は
山
城
出
身
で
あ
る
。
そ
の
中
で
親
の
住
所
に
つ
い
て
記
載
の
あ
る
者
だ
け
を
見
る
と
、
一
三
名
全
員
が
京
都
の
都
市
部
の
、

商
人
・
職
人
の
子
女
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
地
域
出
身
者
が
極
め
て
少
な
い
。

近
世
社
会
に
お
い
て
、
女
性
が
身
分
と
資
力
に
応
じ
て
奉
公
に
出
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
渡
世
の
為
に
奉
公
す
る
者
も
い
る

が
、
裕
福
な
階
層
で
は
礼
儀
作
法
や
家
事
の
見
習
い
の
為
に
奉
公
す
る２

）
。
そ
う
考
え
る
と
、
当
時
有
数
の
大
商
家
で
あ
っ
た
三
井
家
に
奉
公

で
き
る
女
性
は
お
の
ず
と
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
大
多
数
の
下
女
が
京
都
の
商
人
・
職
人
の
子
女
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
下
女
の
内
、
身
分
・
資
力
の
高
い
山
城
出
身
・
京
都
の
商
家
の
子
女
の
比
率
は
奉
公
先
の
商
家
の
家
格
を
示
す
指
標
に
な
る
、
と
も

考
え
ら
れ
る
。
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杉
浦
家３

）
の
女
性
奉
公
人
の
大
半
の
出
身
地
も
京
都
と
次
い
で
近
江
で
あ
る
。
し
か
し
、

三
井
家
に
比
べ
近
江
（
中
で
も
高
島
郡
と
滋
賀
郡
）
出
身
の
割
合
が
高
い
。
江
州
高
島
郡

と
そ
の
周
辺
地
域
は
伝
統
的
に
杉
浦
家
の
女
性
奉
公
人
供
給
地
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
杉
浦

家
の
階
層
に
関
し
て
は
、
最
も
多
い
の
が
別
家
の
娘
・
後
家
・
縁
者
で
あ
り
、
次
い
で
商

家
の
娘
で
あ
る
。
三
井
家
で
は
別
家
の
娘
や
縁
者
の
雇
用
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
だ
が
、

付
表
１
に
は
親
の
屋
号
が
「
越
後
屋
」
で
あ
る
者
が
二
名
含
ま
れ
る４

）
。
こ
こ
か
ら
、
別
家

子
女
も
雇
用
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

㈡

年
齢
・
人
数

第
６
表
の
下
女
を
見
て
み
る
と
、
一
〇
代
二
名
、
二
〇
代
四
名
、
三
〇
代
五
名
、
四
〇
代
一
名
、
五
〇
代
一
名
、
計
一
三
名
で
あ
る
。
当

時
北
家
同
苗
の
子
女
は

（
一
四
歳
）、
喜
野
（
七
歳
）、
辰
之
助
（
高
保
・
五
歳
）、
貞
（
三
歳
）、
籌
（
二
歳
）
で
あ
り
、

を
除
い
た
四

名
に
乳
母
が
つ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

下
女
の
勤
務
開
始
年
齢
に
つ
い
て
は
、
判
明
す
る
下
女
が
少
な
い
た
め
詳
し
く
は
検
討
が
で
き
な
い
。
付
表
１

３
に
記
載
さ
れ
て
い
る

下
女
だ
け
を
見
た
印
象
で
は
、
一
〇
〜
二
〇
代
と
四
〇
〜
五
〇
代
で
奉
公
を
始
め
る
者
が
多
い
一
方
、
三
〇
代
で
の
奉
公
開
始
は
少
な
い
。

尚
、
乳
母
は
二
〇
代
か
ら
三
〇
代
前
半
に
集
中
す
る
。
こ
れ
は
授
乳
・
育
児
と
い
う
職
務
と
の
関
わ
り
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

尚
、
杉
浦
家
の
場
合５

）
、
一
、
二
〇
代
の
下
女
が
大
多
数
を
占
め
、
三
〇
代
以
上
は
稀
で
あ
る
。
勤
務
開
始
年
齢
に
つ
い
て
は
、
一
〇
代
か

ら
二
〇
代
前
半
の
者
が
大
半
で
あ
る
。

三
井
家
の
下
女
の
数
に
規
定
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
同
苗
に
幼
い
子
供
が
多
い
時
期
は
乳
母
が
い
る
分
人
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た

第５表 三井北家下女生国

(嘉永７年～明治４年)

下女生国 人数 内，親の階層が分かる者

山城 40 京都商人・職人⑴：10名
京都都市民⑵：３名

近江 11 百姓：１名

丹波 4 百姓：１名

美濃 1

不明 1

計 57

注) １.屋号から商家と判断した。

２.屋号ではなく名字と居住地が判明。

居住地から京都の都市民と判断した。
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幕
末
は
節
約
の
た
め
に
下
女
の
数
を
減
ら
す
よ
う
に
し
て
い
る６

）
。
第
７
表
の
文
化
一
〇
年
当
時
北
家
同
苗
の
子
女
は
涌
（
九
歳
）、
長
四
郎

（
高
福
・
六
歳
）、
午
之
助
（
孝
令
・
四
歳
）、
十
一
郎
（
高
尚
・
三
歳
）、
有
（
三
歳
）、
頼
（
一
歳
）、
妙
（
一
歳
、
早
世
）
の
七
名
で
あ
り
、

乳
母
の
数
も
多
い
。
下
女
・
半
女
の
合
計
は
一
九
名
で
あ
る
。
一
方
第
６
表
の
嘉
永
七
年
も
子
供
の
多
い
時
期
だ
が
、
下
女
・
半
女
の
合
計

は
一
三
名
で
あ
る
。
付
表
１

３
を
見
る
と
、
幕
末
は
更
に
下
女
の
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る７

）
。「
家
」
の
奉
公
人
の
人
数
は
三
井
家
の
家

族
事
情
や
事
業
の
経
営
状
況
を
表
す
指
標
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈢

勤
務
・
昇
級

前
述
の
よ
う
に
、
下
女
は
大
き
く
分
け
て
茶
之
間
と
乳
母
か
ら
成
る
。

茶
之
間
の
ま
と
め
役
に
あ
た
る
の
が
茶
之
間
頭
で
あ
る
。
勤
務
年
数
が
長
く
、
家
事
の
習
熟
度
の
高
い
者
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。
他
の
茶

之
間
に
は
特
に
職
階
は
な
い
。
あ
る
の
は
家
事
習
熟
度
の
目
安
と
な
る
「
黒
歯
」・「
白
歯
」
と
い
う
区
分
と
半
女
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
黒

歯
は
お
歯
黒
を
し
て
い
る
者
、
つ
ま
り
既
婚
者
で
あ
り
、
白
歯
は
未
婚
の
者
で
あ
る
。

職
階
の
な
い
下
女
に
と
っ
て
の
昇
級
と
は
、
勤
務
年
数
や
家
事
の
習
熟

度
に
よ
る
下
女
内
部
の
序
列
の
変
化
で
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
勤
務
年
数
の

黒
歯
と
白
歯
が
い
た
場
合
、
黒
歯
の
方
が
序
列
は
上
で
あ
る
。
こ
れ
は
白

歯
よ
り
黒
歯
の
方
が
家
事
習
熟
度
が
高
い
た
め
で
あ
る
（
白
歯
・
黒
歯
の

区
別
は
未
婚
・
既
婚
に
拠
る
区
分
で
あ
り
、
白
歯
の
序
列
が
上
が
り
黒
歯

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
）。
序
列
が
上
が
る
と
は
、
た
と
え
ば
第
７
表
の

文
化
一
〇
年
二
月
の
茶
之
間
５
の﹅
へ﹅
と
み﹅
へ﹅
が
同
年
六
月
で
は
乳
母
よ
り

第６表 北家下女年齢構成

(嘉永７年)

名前 年齢 (歳) 判明する区分

まち 54 茶之間頭

せつ 41 茶之間

きく 29 乳母

やゑ 32 乳母

みね 23 乳母

しか 33

のふ 37

とも 16

きわ 33

あい 30

やを 17

きさ 24

すて 26

計 13名

出所)「宗門人別帳」(北1271-1)・

嘉永七年(1854)より作成。
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も
上
に
記
載
さ
れ
た
と
き
な
ど
か
ら
判
明
す
る
。

第
７
表
や
第
８
表
の
祝
儀
の
額
に
よ
る
区
分
は
、
そ
の
ま
ま
下
女
の
序
列
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る８

）
。
こ
こ
か
ら
、
下
女
の
序
列
は
茶

之
間
頭
を
筆
頭
に
、
黒
歯
、
勤
務
年
数
の
長
い
白
歯
、
乳
母
、
新
参
の
白
歯
と
な
り
、
最
後
に
半
女
が
続
く
。

乳
母
は
三
井
同
苗
の
子
供
そ
れ
ぞ
れ
に
付
け
ら
れ
る
。
乳
母
と
し
て
奉
公
を
開
始
し
た
後
、
茶
之
間
に
転
じ
る
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
、
乳
母
と
し
て
の
み
奉
公
す
る
の
は
一
〇
年
ほ
ど
で
あ
る
。

㈣

給
金
（
銀
）

下
女
は
基
本
的
に
年
季
奉
公
人
で
あ
る
。
奉
公
人
請
状
に
年
季
と
給
銀
の
額
が
記
載
さ
れ
る
。
茶
之
間
役
の
場
合
、
半
季
契
約
で
あ
り
、

下
男
と
同
様
で
あ
る
。
新
町
家
の
下
女９

）
を
見
る
と
、
半
季
給
銀
六
五
匁
の
者
が
大
半
だ
が
、

〇
匁
の
者
も
存
在
す
る
。
こ
の
違
い
は
本
人

の
能
力
や
年
齢
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
六
五
匁
と
い
う
給
銀
は
大
多
数
の
下
男
と
同
じ
で
あ
る
。

㈤

勤
務
年
数
と
退
職
理
由

「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数10

）
」
や
合
力
銀
願
（
付
表
３
）
か
ら
抽
出
で
き
る
北
家
を
含
む
本
家
六
軒
の
下
女
の
勤
務
年
数
と
退
職
理
由

を
示
し
た
の
が
第
９
表
と
第
10
表
で
あ
る11

）
。
長
期
勤
務
者
の
み
が
記
さ
れ
た
史
料
の
性
質
上
、
下
女
は
短
期
退
職
者
が
大
半
を
占
め
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
短
期
退
職
者
の
退
職
理
由
は
判
明
し
な
い
。

下
女
奉
公
は
茶
之
間
が
一
〇
〜
一
二
年
、
乳
母
が
七
年
を
区
切
り
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
下
女
の
年
齢
が
判
明
し
な
い
が
、
結

婚
退
職
者
の
多
く
が
こ
れ
を
区
切
り
と
し
て
い
る
。
一
〇
代
で
奉
公
に
出
た
茶
之
間
が
結
婚
す
る
に
あ
た
り
、
三
〇
代
に
さ
し
か
か
る
あ
た

り
が
適
齢
期
リ
ミ
ッ
ト
だ
と
見
る
と
、
必
然
的
に
勤
務
年
数
は
一
〇
年
ほ
ど
に
な
る
。
そ
も
そ
も
半
季
の
年
季
契
約
が
更
新
さ
れ
続
け
て
い
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る
だ
け
あ
っ
て
、
円
満
退
職
の
比
率
が
非
常
に
高
い
。

三
井
家
で
は
大
半
が
短
期
で
退
職
す
る
と
は
い
え
、
限

ら
れ
た
時
代
の
史
料
か
ら
で
も
こ
れ
だ
け
の
数
の
長
期
奉

公
者
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
植
田
氏
が
明
治
五
年

〜
一
六
年
の
杉
浦
家
の
下
女
の
中
で
、
勤
続
年
数
が
判
明

す
る
三
六
名
を
検
討
し
た
結
果
、
全
員
が
一
〇
年
以
内
に

退
職
し
て
い
る
。
尚
、
杉
浦
家
の
下
女
の
退
職
銀
に
つ
い

て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
長
期
勤
務
者
が
少
な
い
以

上
、
退
職
銀
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

第８表 北家下女区分

(文化14年)

名前 区分 (祝儀額による)

りく 茶之間１ 茶之間頭

なり 茶之間２⎫｜
｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜
｜
⎭

黒歯・乳母
含む

せう 茶之間２

みへ 茶之間３

なか 茶之間３

りへ 茶之間３

いく 茶之間３

きし 茶之間３

重 茶之間４ 白歯

ちか 茶之間４ 白歯

りか 茶之間４ 白歯

さと 茶之間４ 白歯

みき 茶之間４ 白歯

きさ 半女

くめ 半女

計 15名

出所)「文化十四年丑年三月御

結納御祝儀之扣」(北901-

3)より作成。

注) １．区分は第７表に同じ。

２．第７表から乳母の可能

性が高い。

第７表 北家下女区分 (文化10年)

名前 区分 (祝儀額による)

文化10年２月 文化10年６月19日

りく 茶之間１ 茶之間１ 茶之間頭

なり 茶之間２ 茶之間２⎫｜
｜
⎬
｜
｜
⎭

黒歯
含む

せう 茶之間３ 茶之間３

かね 茶之間４ 茶之間４

つさ 茶之間４

のへ (下記) 茶之間５

みへ (下記) 茶之間５

あき (乳母) 乳母

きふ (乳母) 乳母

ふさ (乳母) 乳母

ゑん (乳母) 乳母

くの (乳母) 乳母

りへ (乳母) 乳母

みき 乳母

しん 茶之間５ 茶之間６⎫

｜
｜
｜
⎬
｜
｜
｜

⎭

白歯か

まち 茶之間５ 茶之間６

なか 茶之間５ 茶之間６

すが 茶之間５ 茶之間６

のへ 茶之間５ (上記)

みへ 茶之間５ (上記)

きさ 半女１ 半女１

くめ 半女１ 半女２

計19名 計19名

出所)「文化十年癸酉二月御頼様御誕生入家御

初上巳御祝儀之控」(北909-1)「文化十年

癸酉六月十九日未上刻御烈様御安産御

妙様御出生初御祝儀一巻」(北909-2)よ

り作成。

注) 茶之間１～５・６という区分は，祝儀額に

応じて割り振ったものである。例えば文化

十年二月の場合，茶之間４とある「かね」

と「つさ」の祝儀は同額であり，一区分上

の茶之間３「せう」の祝儀額より少ない，

ということである。
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乳
母
の
退
職
理
由
に
、
結
婚
・
縁
談
が
多
い
点
は

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
乳
母
と
は
、
授
乳
能
力
ま
た

は
子
育
て
経
験
を
買
わ
れ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
は
ず

な
の
で
、
原
則
既
婚
者
（
少
な
く
と
も
出
産
経
験

者
）
で
あ
る
。
離
婚
な
ど
の
事
情
を
抱
え
、
生
活
の

た
め
に
乳
母
に
な
っ
た
者
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

杉
浦
家
の
下
女
は
結
婚
退
職
が
最
も
多
く
、
他
の

主
な
退
職
理
由
は
本
人
や
本
人
の
家
族
の
病
気
な
ど

で
あ
る
。
乳
母
に
つ
い
て
は
七
名
の
検
討
に
と
ど
ま

る
た
め
比

は
難
し
い
が
、
結
婚
退
職
者
は
一
名
の

み
で
あ
る
。

㈥

退
職
銀
（
合
力
銀
）

合
力
銀
が
支
給
さ
れ
る
の
は
、
茶
之
間
で
あ
れ
ば
約
一
〇
年
以
上
勤
務
し
た
者
、
乳
母
で
あ
れ
ば
約
五
年
以
上
勤
務
し
た
者
で
あ
る
。
同

じ
勤
務
年
数
で
あ
っ
て
も
、
乳
母
は
茶
之
間
よ
り
合
力
銀
額
が
高
く
、
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
総
領
家
で
あ
る
北
家
の

下
女
の
退
職
銀
額
は
他
の
本
家
に
比
べ
二
割
増
が
原
則
で
あ
る
。
実
際
茶
之
間
に
は
待
遇
差
が
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
乳
母
に
関
し
て

は
北
家
に
勤
め
た
者
の
銀
高
が
多
い
。
特
に
跡
継
ぎ
と
な
る
男
児
の
乳
母
は
優
遇
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
乳
母
の
合
力
銀
額
は
個
人
差
が

第９表 本家 (六軒)茶之間

勤務年数・退職理由

勤
務
年
数

年
）

結
婚
・
縁
談

首
尾
能
暇

暇
願

宿
元
相
続

老
年

病
気 暇 死

去
不
明

計

人
）

7

9.3

10

11

11.5

12

13

14

15

16

17

23

24

26

30

33

34

40

1注

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

7

3

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

計 (人) 5 9 4 2 2 1 3 4 1 31

注) 乳母を10年務めた後、茶之間に転向した。
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大
き
い
。

合
力
銀
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
、
長
期
勤
務
者
の
み
で
あ
る
。
大

多
数
の
短
期
退
職
者
に
つ
い
て
は
不
明12

）
で
あ
る
。

㈦

退
職
後
・
奉
公
の
メ
リ
ッ
ト

三
井
家
に
長
期
勤
務
し
、
円
満
に
退
職
し
た
者
は
、
茶
之
間
出
入
と

し
て
そ
の
後
も
三
井
家
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
同
苗
の
冠
婚
葬
祭
や

出
生
・
入
家
・
出
産
に
際
し
、
そ
の
都
度
連
絡
を
受
け
て
手
伝
っ
て
い

る
。
京
都
の
商
家
出
身
の
子
女
が
多
い
た
め
、
三
井
家
と
の
縁
は
実
家

や
婚
家
、
自
分
の
子
孫
の
メ
リ
ッ
ト
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

富
裕
層
の
子
女
の
奉
公
の
目
的
が
、
行
儀
見
習
い
、
花
嫁
修
業
で
あ

る
な
ら
ば
、
メ
リ
ッ
ト
と
は
行
儀
作
法
を
習
得
し
、
よ
り
良
い
相
手
と
結
婚
す
る

こ
と
で
あ
る
。
三
井
家
に
奉
公
に
出
た
女
性
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
当
時
有
数
の
大

商
家
に
勤
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
ス
テ
ー
タ
ス
に
も
な
り
、
縁
談
の
際
に
有
利
に

働
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
乳
母
は
授
乳
能
力
や
子
育
て
経
験
を
買
わ
れ
て

採
用
さ
れ
る
た
め
、
必
ず
し
も
富
裕
層
出
身
と
は
限
ら
ず
、
何
か
し
ら
の
事
情
を

抱
え
て
い
る
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
者
達
で
あ
っ
て
も
結
婚
退
職
者

が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
三
井
家
に
奉
公
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
良
縁
に
つ
な

第11表 本家 (六軒)下女

合力銀モデル

合力銀(匁) 茶之間 乳母

なし 10年未満 ５年未満

1,000 10～13年

1,500 14～17年 ５～９年

1,800 ５～９年

2,000 18～22年 10～12年

2,500 23～24年

3,500 26年

6,000 30年

7,000 34年

8,000 40年

出所)「御宅々台所勤仕手代年数」（三

井文庫所蔵史料 続6595）合力

銀願より作成。

第10表 本家 (六軒)乳母

勤務年数・退職理由

勤
務
年
数

年
）

結
婚
・
縁
談

首
尾
能
暇

暇
願

宿
元
相
続

老
年

病
気 暇 死

去
不
明

計

人
）

4.5

5

6

7

8

9

10

10.3

11

12

不明

1

1

4

1注

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1 2

2

2

8

1

1

1

1

2

1

1

計(人) 8 4 5 2 2 1 22

注) 乳母を務めた後茶之間に転向し，その後縁談を理由

に退職した。
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が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
退
職
後
に
結
婚
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
相
当
額
の
退
職
銀
で
当
面
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
ま
た
三
井
家
で
培
っ
た
行
儀
作
法
や
儀
式
へ
の
対
応
能
力
が
あ
り
、
再
雇
用
先
に
は
困
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
）

妾
を
同
苗
の
一
員
と
み
な
す
か
、
奉
公
人
と
み
な
す
か
、
定
義
は
難
し
い
が
、
本
稿
で
は
縁
切
証
文
中
の
「
妾
御
奉
公
」
と
い
う
文
言
か
ら
、

「
妾
」
は
奉
公
人
と
し
て
扱
う
。

２
）

清
水
美
知
子
『

女
中

イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』
第
一
章
第
一
節
「
奉
公
人
と
し
て
の
女
中
」
参
照
。

３
）

植
田
知
子
「
商
家
に
お
け
る
女
子
奉
公
人
と
「
奥
」
の
管
理
」（『
社
会
科
学
』
第
六
五
号

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
〇

年
）。

４
）

み
ね
（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

北
七
六

四
・
慶
応
二
年

月
の
宗
門
人
別
以
降
名
前
が
記
載
・
一
七
歳
）
と
、
ふ
さ
（
同

北
七
六

五
・

慶
応
四
年
三
月
の
人
別
帳
以
降
名
前
が
記
載
・
一
七
歳
・
奉
公
開
始
は
慶
応
三
年
一
六
歳
）
の
二
名
で
あ
る
。

５
）

明
治
初
期
の
事
例
と
し
て
、
一
〇
代
を
中
心
に
二
〇
代
〜
四
〇
代
の
下
女
を
雇
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
一
〇
年
四

月
時
点
修
学
院
別
荘
の
下
女
は
一
七
・
一

・
二
〇
・
二
四
歳
の
計
四
名
で
あ
る
。

６
）
『
三
井
事
業
史
』
資
料
篇
二
、「
一

幕
末
期
の
家
政
改
革
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
多
く
の
「
申
渡
書
」
の
中
に
、「
一
、
宅
々
勘
定
場

茶

之
間
召
仕
人
数
、
格
段
相
減
し
可
被
申
候
」
と
い
う
一
文
が
出
て
く
る
。

７
）
『
三
井

郎
右
衞
門
高
棟
傳
』
に
よ
る
と
、
三
井
北
家
で
は
文
久
二
年
の
年
末
か
ら
、
自
宅
を
政
事
総
裁
・
前
越
前
藩
主
松
平
慶
永
（
春
嶽
）

な
ど
に
貸
し
出
し
て
、
一
家
は
新
町
家
に
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
も
南
家
、
家
原
家
な
ど
を
転
々
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
居
候
の

状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
時
期
北
家
が
「
家
」
の
奉
公
人
を
そ
れ
ほ
ど
多
く
雇
わ
な
か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

８
）

祝
儀
の
額
が
多
い
ほ
ど
茶
之
間
の
順
位
が
高
く
な
る
、
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
史
料
の
性
質
上
、
特
に
功
労
の
あ
っ
た
者
に
多

く
祝
儀
が
支
払
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
本
来
同
列
の
茶
之
間
で
あ
っ
て
も
功
労
に
よ
っ
て
額
に
差
が
生
ま
れ
、
一
見
細
か

い
序
列
が
在
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。
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９
）
「
奉
公
人
請
状
判
取
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

新
古
二
七
一
・
二
七
二
）
に
記
載
さ
れ
た
下
女
。

10
）
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
）。

11
）

第
10
表
・
11
表
は
「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数
」
記
載
の
下
女
の
事
例
が
少
な
い
の
で
、
付
表
３
合
力
銀
願
記
載
の
下
女
も
含
め
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
時
代
が
異
な
る
の
で
、
第
10
表
・
11
表
は
近
世
中
・
後
期
あ
わ
せ
た
下
女
を
抽
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
時
代
の

推
移
と
勤
務
年
数
や
退
職
理
由
の
変
化
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

12
）

下
女
は
基
本
的
に
半
季
奉
公
な
の
で
、
短
期
退
職
者
に
合
力
銀
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

半

女

半
女
は
台
所
下
女
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
台
所
で
の
賄
い
専
門
の
奉
公
人
で
あ
る
。

「
店
」
で
は
、
手
代
な
ど
「
店
」
で
生
活
を
す
る
奉
公
人
の
賄
い
を
下
男
が
担
う
が
、「
家
」
で
こ
の
半
女
が
担
っ
て
い
た
。
男
性
・
女
性
家

事
奉
公
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
家
」
で
生
活
す
る
三
井
同
苗
の
食
事
も
、
半
女
が
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３

妾

三
井
家
の
家
系
図
に
は
、
子
ど
も
の
名
前
の
そ
ば
に
「
別
腹
」
と
い
う
記
載
が
散
見
す
る
。
こ
の
、
別
腹
の
子
の
母
は
、
妾
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
妾
の
役
割
の
う
ち
史
料
上
判
明
す
る
の
は
、
三
井
同
苗
の
子
を
産
み
子
孫
を
絶
や
さ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

㈠

「
別
腹
の
子
の
母
」
と
し
て
の
妾

別
腹
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
三
井
家
に
入
家
し
て
き
た
十
一
郎
（
高
尚
）
の
史
料１

）
を
見
て
み
よ
う
。
十
一
郎
は
文
化

年
（
一

一
一
）
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に
七
代
高
就
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
後
に

池
家
へ
養
子
に
出
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

（
前
略
）

一
、
御
別
腹
お
な
り
義
無
障
相
肥
立
候
ニ
付
、
六
月
廿

日
夜
御
宅
へ
帰
り
申
候
様
被
仰
付
候

一
、
上
之
町
当
月
限
ニ
取
片
付
申
候
事

一
、
七
月
朔
日
窪
田
十
郎
兵
衛
へ
何
角
最
初
ゟ
町
向
差
合
候
義
有
之
、
先
月
限
取
片
付
候
ニ
付
是
迄
之
御
挨
拶
有
合
鰹
節
十
被
遣
候
事

一
、
上
之
町
ニ
出
入
親
方
分
越
後
屋
小
兵
衛
住
居
致
居
候
其
処
、
今
度
夜
明
御
別
腹
産
水
出
し
此
節
相
片
付

一
、
金
三
百
疋

き
し
へ

御
心
付

〆

一
、
銀
百
拾

匁

万
助
昼
夜
五
十
九
日
や
と
ひ
、
二
匁
ツ
ヽ

〆

一
、
金
弐
分

小
兵
衛
方
住
居
宿
料
、
五
六
月
分

〆

一
、
二
貫
文

同
人
方
暫
立
退
居
候
借
家
宿
料
、
二
ケ
月
半
分

〆

（
後
略
）

こ
こ
に
出
て
く
る
な﹅
り﹅
は
十
一
郎
の
産
み
の
親
で
あ
り
、
妾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な﹅
り﹅
は
出
産
直
前
直
後
の
約
二
ヶ
月
を
出
入
親
方

分
（
元
男
頭
）
の
越
後
屋
小
兵
衛
の
家
で
過
ご
し
た
。
出
産
後
の
体
調
に
支
障
が
無
く
「
御
宅
へ
帰
り
申
候
様
被
仰
付
候
」
と
あ
る
が
、
こ

こ
で
言
う
「
御
家
」
が
三
井
の
「
家
」
な
の
か
小
兵
衛
宅
に
来
る
以
前
住
ん
で
い
た
な﹅
り﹅
の
家
（
妾
宅
か
）
か
は
不
明
で
あ
る２

）
。
出
産
費
用
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は
三
井
側
が
支
払
っ
て
い
る
。
な﹅
り﹅
の
身
の
回
り
の
世
話
人
と
し
て
万
助
を
雇
っ
て
お
り
、
産
婆
か
下
女
か
小
兵
衛
に
縁
の
あ
る
者
か
不
明

で
あ
る
き﹅
し﹅
へ
は
心
付
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
兵
衛
は
な﹅
り﹅
を
引
き
受
け
る
間
借
家
暮
ら
し
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
借
家
料
と
小

兵
衛
宅
で
の
な﹅
り﹅
の
住
居
料
を
支
払
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
別
腹
」
の
子
は
少
な
く
な
く
、
妾
は
一
族
の
繁
栄
・
継
承
の
一
翼
を
担
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

尤
も
、
三
井
同
苗
や
奉
公
人
に
と
っ
て
妾
の
存
在
が
必
ず
し
も
利
益
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
賀
川
隆
行
「
近
世
商
人
の
同
族
組

織
」
で
引
用
さ
れ
て
い
る
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）

月
の
「
乍
憚
口
上
書３

）
」
の
中
で
、「
店
」
の
重
役
が
若
年
の
同
苗
に
関
し
て
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
若
旦
那
様
方
御
身
持
御
不

の
儀
は
、
わ
け
て
書
取
り
申
す
に
及
ば
ず
存
じ
た
て
ま
つ
り
候
、
御
妾
宅
に
つ
い

て
の
遊
れ
方
、
そ
の
外
遊
所
等
の
御
遊
の
御
い
き
か
た
一
向
言
語
に
絶
え
申
し
候
…
」。
こ
れ
は
、
当
時
倹
約
の
態
度
が
み
え
な
い
中
で
賄

料
の
増
額
を
決
め
た
同
苗
、
特
に
若
年
の
同
苗
に
対
し
て
の
意
見
で
あ
る
。
こ
の
様
に
苦
言
を
呈
さ
れ
る
ほ
ど
、
同
苗
が
多
く
妾
を
囲
い
、

遊
所
に
通
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
妾
と
い
う
存
在
は
跡
継
ぎ
を
産
む
重
要
な
役
割
を
担
う
者
、
と
い
う
よ
り
は
、

浪
費
の
元
凶
の
一
つ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

㈡

妾
の
縁
切
り

妾
奉
公
人
に
と
っ
て
退
職
と
は
、
縁
切
り
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
幕
末
の
三
井
北
家
の
台
所
役
に
宛
て
た
縁
切
証
文
と
手
切
金
受
取
証４

）
を

見
て
み
よ
う
と
思
う
。一

札

一
、
私
養
娘
て
る
と
申
者
先
年
よ
り
其
許
様
江

妾
御
奉
公
ニ
差
進
置
お
こ
と
殿
出
産
い
た
し
候
所
、
此
度
お
こ
と
殿
と
因
を

縁
）

切
右
て
る
御
暇
被
下
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私
方
江

引
取
候
ニ
付
、
為
手
切
料
金
五
拾
両
、
衣
類
料
金
弐
拾
五
両
御
恵
被
下
難
有
右
金
子
慥
ニ
奉
受
取
候
、
右
之
通
て
る
御
暇
之
上
手
切
料

迄
御
恵
被
下
以
上
者

以
後
其
許
様
江

一
切
立
入
等
不
仕
、
尤
お
こ
と
殿
外
方
江

御
差
遣
相
成
候
共
其
許
様
之
御
思
召
ニ
御
取
斗
可
被
成
下
候
、

其
節
彼
是
申
出
候
儀
者

決
而

仕
間
敷
、
私
儀
者

勿
論
て
る
身
分
如
何
成
行
候
共
御
無
心
抔
申
立
入
候
儀
者

而

仕
間
敷
候
、
万
一
心
得
違
仕
其

許
様
江
立
入
候

御
無
心
抔
申
出
候
ハ
ゝ
此
一
札
を
以
如
何
様
ニ
も
御
取
斗
可
被
下
候
、
為
後
日
一
札
依
而
如
件

慶
応
三
年
卯
十
月

川
端
二
条
下
ル
町

井
上
屋
忠
平
（
印
）

本
人

て
る
（
拇
印
）

北
家
台
所
名
前
役
）

浅
田
左
治
平
殿

北
家
台
所
名
前
役
）

西
田
善
助
殿

北
家
台
所
名
前
役
）

松
井
与
市
殿

京
本
店
重
役
手
代
）

中
西
宗
助
殿

京
本
店
重
役
手
代
）

赤
尾
六
郎
兵
衛
殿

添
付
証
文
）

「

覚

一
、
金
七
拾
五
両
也

右
之
通
慥
ニ
請
取
申
候
已
上

十
月
十
四
日

井
上
忠
平
（
印
）

て
る
（
拇
印
）

中
西
宗
助
様
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赤
尾
六
郎
兵
衛
様

」

て﹅
る﹅
は
、
慶
応
二
年
か
ら
三
年
一
〇
月
迄
、
最
も
長
く
て
も
一
年
十
ヶ
月
の
妾
奉
公
に
出
た
。
生
ま
れ
た
娘
こ﹅
と﹅
と
縁

５
）

を
切
り
、
ま
た
三

井
家
か
ら
手
切
金
と
し
て
総
額
金
七
五
両
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
銀
で
換
算
す
る
と
四
貫
五
〇
〇
匁
で
あ
る
。
こ
の
額
は
茶
之
間
が
お
よ
そ

二
七
、

年
勤
務
し
た
時
の
退
職
銀
高
に
相
当
す
る
。

妾
は
妾
奉
公
の
代
償
と
し
て
、
相
当
額
の
手
切
金
を
受
け
取
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
奉
公
を
や
め
る
時
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
と
縁
を
切
り
、

奉
公
先
に
置
い
て
く
る
こ
と
、
以
後
三
井
家
と
も
縁
を
切
る
こ
と６

）
が
条
件
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

１
）
「
文
化

年
辛
未
六
月
吉
日
十
一
郎
様
御
誕
生
御
入
家
御
祝
儀
之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

北
九
〇

一
）。

２
）

十
一
郎
入
家
の
史
料
に
は
、
家
内
の
祝
儀
の
欄
に
な﹅
り﹅
と
い
う
下
女
の
名
が
見
え
る
。
ま
た
、「
御
宅
々
台
所
勤
仕
手
代
年
数

勘
定
年
割

之
控
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
六
五
九
五
）
に
は
、
北
家
下
女
な﹅
り﹅
に
「
次
郎
右
衛
門
様
御
腹
ニ
有
之
御
建
当
時
カ
〆
マ
舟
ヽ

六
貫
三
百
匁
）

ノ
所
之
次

第
差
含
ヱ
〆
ヽ

七
貫
目
）

合
力
遣
ス
」
と
あ
る
。
次
郎
右
衛
門
と
は
の
ち
の
北
家
第

代
当
主
三
井
高
福
の
こ
と
で
あ
る
。

３
）

賀
川
隆
行
「
近
世
商
人
の
同
族
組
織
」『
日
本
の
社
会
史
』
第
六
巻
社
会
的
諸
集
団
（
岩
波
書
店
、
一
九

年
）
の
一
六

、
一
六
九
頁

に
翻
刻
。

４
）
「

妾
奉
公
御
暇
ニ
付
手
切
金
請
取
証
文

」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

北
七
九

一
二
）。

５
）

こ﹅
と﹅
の
父
親
は
小
野
田
（
小
川
）
家
六
代
孝
令
（
北
家
高
就
の
二
男
、
慶
応
二
年
二
月
没
）。
こ﹅
と﹅
は
父
孝
令
の
死
後
不

と
し
て
明
治
元

年
閏
四
月
に
三
井
家
か
ら
縁
を
切
ら
れ
て
い
る
（「
稿
本
三
井
家
史
料
」
小
野
田
第
六
代
小
野
田
孝
令
）。

６
）

借
用
証
文
な
ど
、
近
世
の
契
約
証
に
は
、
以
後
無
心
は
し
な
い
と
誓
っ
て
い
て
も
、
度
々
金
子
を
借
用
し
て
い
る
例
が
多
々
あ
る
。
よ
っ
て
、
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こ
の
一
文
に
関
し
て
は
定
型
文
で
あ
り
、
実
効
力
に
乏
し
い
と
見
た
方
が
良
い
。

三

三
井
家
に
と
っ
て
の
「
家
事
奉
公
人
」

こ
こ
で
は
、
家
事
奉
公
人
の
日
常
・
非
日
常
（
特
別
）
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
三
井
家
に
と
っ
て
の
家
事
奉
公
人
は
ど
の
よ

う
な
存
在
な
の
か
、
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

１

日
常
の
役
割

㈠

手
代
・
子
者

「
家
」
の
手
代
の
日
常
の
役
割
を
う
か
が
う
事
の
で
き
る
史
料
は
少
な
い
。
そ
も
そ
も
日
常
を
記
す
こ
と
事
態
が
稀
で
あ
る
。
今
回
、
北

家
の
手
代
・
子
者
の
日
常
を
示
す
適
当
な
史
料
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
連
家
の
史
料
か
ら
日
常
の
役
割
を
あ
げ
る
。

左
は
長
井
家
手
代
井
上
利
右
衛
門
（
奉
公
人
番
号
67
）
が
大
元
方
に
宛
て
た
書
状１

）
で
あ
る
。
井
上
利
右
衛
門
は
元
々
「
店
」
の
手
代
で
あ

る
。
京
勘
定
場
に
勤
め
、
寛
政
五
年
に
支
配
格
を
退
役
し
た
者
で
あ
る
。
寛
政
十
一
年
か
ら
文
化

年
ま
で
連
家
の
長
井
家
の
台
所
名
前
役

を
勤
め
た
。

一
札

一
、
今
度
傳
蔵
様
御
宅
江
私
御
召
抱
被
遊
候
処
、
傳
蔵
様
御
幼
年
ニ
付
大
津
表
弥
太
郎
様
方
ニ
被
遊
御
座
候
間
、
壽
珉
様
斗
室
町
御
宅
ニ
被
遊
御
座
、

御
老
年
之
御
儀
ニ
御
座
候
得
者
昼
夜
共
相
詰
萬
端
実
意
を
以
大
切
ニ
相
勤
可
申
候
、
尤
私
用
ニ
而

遠
方
へ
罷
出
一
宿
仕
儀
ニ
候
ハ
ヽ
其
節
御
届
可
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申
上
候

一
、
御
一
家
様
方

御
町
用
向
無
滞
相
勤
、
式
日
其
外
御
名
代
相
勤
可
申
候

一
、
寺
社
方
御
附
届
御
祥
月
御
定
之
通
取
斗
可
申
候

一
、
御
年
回
御
法
事
之
儀
者
其
時
之
元
方
ヘ
御
伺
可
申
上
候

一
、
室
町
御
賄
料
其
外
被
仰
渡
之
通
元
方
ゟ
請
取
、
大
津
表
江
御
渡
可
申
分
無
滞
取
斗
可
申
候

一
、
御
宅
付
御
道
具
御
帳
面
之
通
御
預
リ
申
候
、
大
津
ゟ
御
入
用
申
参
リ
候
ハ
ヽ
其
時
々
帳
面
ニ
相
記
置
出
入
引
合
、
紛
失
不
仕
候
様
取
斗
可
申
候

一
、
昼
夜
共
火
之
元
入
念
、
別
而
夜
分
御
家
内
庭
廻
リ
地
境
迄
両
三
度
宛
相
廻
リ
〆
リ
旁
吟
味
可
申
事

一
、
御
台
所
向
諸
買
物
等
其
時
々
帳
面
ヘ
記
置
、
五
節
句
払
方
之
節
引
合
相
払
可
申
候

但
朝
夕
家
内
給
も
の
費
成
儀
無
之
様
気
ヲ
付
可
申
候

一
、
弥
太
郎
様
御
儀
大
津
表
江
御
引
越
御
隠
居
被
遊
候
御
仕
儀
付
、
元
方
ゟ
私
義
御
附
被
遊
候
付
、
諸
勘
定
ハ
勿
論
諸
事
潔
白
ニ
仕
、
聊
私
欲
虚
妄

仕
間
敷
候
、
仍
而
御
請
一
札
如
件

寛
政
十
二
年

申
七
月

井
上
利
右
衛
門
（
印
）

藤
田
助
右
衛
門
殿

上
嶋
七
郎
兵
衛
殿

木
村
忠
兵
衛
殿

永
緒
太
郎
右
衛
門
殿

申
渡
覚

一
、
其
元
儀
先
達
而

過
分
之
銀
高
致
他
借
取
斗
方
如
何
之
品
等
有
之
ニ
付
、
一
昨
年
隠
居
申
付
室
町
家
屋
敷
共
悴
勇
三
郎
江

相
譲
リ
妻
子
と
も
大
津

三井家の「家事奉公人」（安田）
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江

引
移
リ
相
慎
候
様
申
渡
シ
、
勇
三
郎
義
傳
蔵
と
相
改
候
ニ
付
、
其
砌
ゟ
室
町
ニ
可
差
置
儀
ニ
候
得
共
、
幼
年
之
儀
ニ
候
ヘ
者

十
才
ニ
相
成
候
迄

大
津
ニ
而

養
育
被
致
、
壽
珉
殿
室
町
ヘ
引
移
被
申
候
様
取
斗
申
付
置
候
処
、
傳
蔵
事
不
斗
去
春
致
死
去
候
付
名
跡
之
儀
早
速
取
扱
可
申
筈
ニ
候
処
、

伝
蔵
死
去
後
無
程
お
秀
義
不
快
ニ
付
為
養
生
お
益
共
暫
出
京
致
度
相
願
、
彼
是
以
名
跡
之
儀
是
迄
延
引
ニ
相
成
在
之
候
故
、
此
度
相
談
之
上
則
右

衛
門
次
男
貞
蔵
ヘ
傳
蔵
名
前
相
預
ケ
、
則
室
町
名
前
傳
蔵
ニ
切
替
候
筈
ニ
候
間
其
旨
相
心
得
可
被
申
候

（
中
略
）

右
之
通
改
申
渡
候
条
心
得
違
無
之
様
相
慎
可
被
申
候
、
尤
貞
蔵
義
傳
蔵
と
改
名
為
致
候
得
共
、
勢
州
ニ
差
置
候
事
ニ
候
得
者

追
而

室
町
名
跡
相
続

相
定
候
迄
者
諸
事
元
方
よ
り
差
図
可
申
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
可
在
之
候
、
以
上

享
和
二
歳戌

六
月

次
郎
右
衛
門

在
江

三
郎
助
（
印
）

郎
右
衛
門
（
印
）

弥
太
郎
殿

右
被
仰
渡
候
趣
承
知
仕
、
依
之
御
請
印
形
仕
候
以
上

弥
太
郎
（
印
）

長
井
家
の
弥
太
郎
（
高
義
）
は
借
財
が
嵩
み
、
そ
れ
を
理
由
に
隠
居
を
命
じ
ら
れ
、
京
を
離
れ
大
津
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
督

と
傳
蔵
名
前
を
息
子
勇
三
郎
に
譲
る
が
、
勇
三
郎
が
幼
年
の
た
め
一
〇
歳
に
な
る
ま
で
大
津
で
育
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
傳
蔵
（
勇

三
郎
）
は
享
和
元
年
三
月
四
日
、
三
歳
に
て
死
去
し
て
し
ま
う
。

長
井
家
の
台
所
名
前
役
は
、
こ
の
弥
太
郎
の
隠
居
に
伴
い
大
津２

）
に
移
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
々
連
家
に
手
代
は
少
な
く
、
京
都
室
町
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の
長
井
家
の
家
屋
敷
の
管
理
者
が
急
遽
必
要
に
な
り
、
井
上
利
右
衛
門
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
井
上
は
元
々
「
家
」
の
業
務
に
携
わ
っ

た
経
験
が
な
い
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
大
元
方
か
ら
「
家
」
の
日
常
の
役
割
に
関
し
て
指
示
を
受
け
た
。
右
の
書
状
「
一
札
」
は
そ
の
指
示
に

対
す
る
井
上
の
返
書
・
誓
書
の
様
な
物
で
あ
る
。

こ
の
「
一
札
」
か
ら
読
み
取
れ
る
、
台
所
名
前
役
の
日
常
の
役
割
と
は
、
①
家
屋
敷
の
管
理
、
火
の
用
心
、
②
町
と
の
付
き
合
い
、
③
寺

社
と
の
付
き
合
い
、
④
「
家
」
の
家
計
（
賄
料
）
の
管
理
、
買
物
、
⑤
「
家
」
の
道
具
（
含
財
産
）
の
管
理
（
後
述
）、
で
あ
る
。

他
に
、
他
の
奉
公
人
の
退
職
銀
願
を
作
成
し
た
り３

）
、
半
季
奉
公
人
（
下
男
・
下
女
）
の
採
用
・
監
督４

）
や
、
主
人
（
三
井
同
苗
）
の
名
代
を

勤
め
て
い
る
。

前
述
の
よ
う
に
、「
家
」
と
「
店
」
の
子
者
・
子
供
に
は
出
自
な
ど
で
素
質
の
違
い
が
無
か
っ
た
と
考
え
る
。
よ
っ
て
役
割
と
は
言
い
難

い
が
、「
家
」
の
子
者
は
「
店
」
の
様
に
、
読
み
書
き
計
算
の
訓
練
が
日
常
の
一
部
と
言
え
よ
う
。

翻
刻
の
史
料
「
一
札
」
に
書
か
れ
た
日
常
の
役
割
は
、
主
人
（
同
苗
・
当
主
）
不
在
時
の
異
例
な
役
割
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
基
本
的
に
各
「
家
」
の
当
主
は
「
店
」
の
経
営
幹
部
で
も
あ
り
、「
家
」
に
常
時
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
前
述

の
「
一
札
」
の
内
容
は
ど
の
「
家
」
に
も
相
通
じ
る
台
所
名
前
役
の
日
常
の
役
割
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
「
家
」
の
手
代
の
役
割
を
見
て
き
た
。
同
苗
を
含
め
「
家
」
運
営
の
た
め
の
金
銭
を
管
理
し
、
衣
食
住
の
う

ち
主
に
「
住
」
を
担
う
の
が
「
家
」
の
手
代
で
あ
る
。
ま
た
、
三
井
同
苗
の
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
も
「
家
」

の
手
代
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
町
内
や
寺
社
、
奉
公
人
の
請
人
な
ど
と
実
際
に
関
わ
る
の
は
三
井
同
苗
で
は
な
く
、
そ
の

名
代
で
あ
る
台
所
名
前
役
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
町
人
と
し
て
の
三
井
同
苗
」
に
ま
で
台
所
名
前
役
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
が
三
井
家
の
「
家
」
の
顔
の
一
部
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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㈡

下
男

下
男
の
日
常
の
役
割
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。「
店
」
の
下
男
の
場
合
は
台
所
で
の
賄
い
や
商
品
の
荷
ほ
ど
き
な
ど
、
肉
体
労
働

で
あ
る５

）
。「
家
」
の
下
男
は
、
平
均
年
齢
が
「
店
」
よ
り
高
く
、
高
齢
の
者
も
い
る
点
や
、「
家
」
に
は
賄
い
専
門
の
半
女
（
後
述
）
が
い
る

点
か
ら
推
察
す
る
に
、
家
屋
敷
の
管
理
な
ど
手
代
の
補
佐
を
し
た
り
、
小
間
使
い
の
よ
う
な
役
割
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈢

茶
之
間
・
半
女

近
世
の
三
井
家
に
奉
公
し
た
女
性
は
、
渡
世
の
為
に
奉
公
し
た
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
大
半
の
裕
福
な
階
層
で
は
礼
儀
作
法
や
家
事
の
見

習
い
を
目
的
と
し
て
い
た６

）
。
な
ら
ば
当
然
、
茶
之
間
の
日
常
の
役
割
は
、
さ
ほ
ど
肉
体
労
働
を
伴
わ
な
い
「
家
事
」・
同
苗
の
生
活
の
サ
ポ

ー
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
半
女
は
台
所
で
の
賄
い
（
料
理
）
を
担
っ
て
い
る
。

近
世
の
三
井
家
に
奉
公
し
た
女
性
の
、
日
常
生
活
を
記
し
た
適
当
な
史
料
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
参
考
と
し
て
『
三
井

郎
右
衞

門
高
棟
傳
』
の
中
か
ら
、「
補

高
棟
の
趣
味
と
思
い
出
」
第
二
節
第
七
項
「
今
井
町
邸
に
つ
い
て
」
に
記
さ
れ
た
女
性
奉
公
人
を
取
り
上

げ
た
い
。
三
井
北
家
十
代
当
主
の
高
棟
の
娘
禮
子
が
、
明
治
中
後
期
の
自
身
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
記
し
た
回
想
録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

明
治
中
後
期
で
は
使
用
人
（
奉
公
人
・
女
中
）
の
女
性
の
こ
と
を
「
お
次
」
と
呼
び
、
男
性
の
使
用
人
を
「
表
の
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。

女
中
の
筆
頭
は
女
中
頭
で
あ
る
。
女
中
頭
に
は
一
人
部
屋
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
他
の
者
は
共
同
部
屋
で
あ
っ
た
。

昼
間
、
お
次
達
は
「
お
茶
の
間７

）
」
で
着
物
の
仕
立
て
を
し
て
お
り
、
夜
は
自
分
の
着
物
を
縫
っ
て
い
た
。
同
苗
が
何
か
用
事
の
あ
る
時
は

ベ
ル
を
鳴
ら
し
、「
若
手
（
白
歯
）」
が
用
事
を
伺
い
に
行
っ
た
。
ま
た
、
同
苗
が
食
堂
で
食
事
を
す
る
時
、
行
儀
見
習
い
の
若
手
（
白
歯
）

が
給
仕
を
し
て
い
た
。
お
次
の
食
堂
は
別
に
あ
り
、
台
所
に
は
半
女
が
働
い
て
い
た
。
半
女
は
禮
子
の
両
親
（
同
苗
）
に
目
通
り
の
で
き
な

い
身
分
で
あ
っ
た
。
同
苗
各
人
に
お
付
き
の
女
中
が
い
た
。
子
供
達
は
一
人
一
部
屋
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
夜
は
娘
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
お
付
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き
が
側
で
寝
て
い
た
。
娘
が
幼
い
頃
は
乳
母
が
お
付
き
の
女
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

女
中
の
日
常
の
役
割
と
は
、
着
物
の
仕
立
て
・
縫
物
と
同
苗
の
生
活
の
サ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
近
世
の
下
女
も
似
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
衣
食
住
の
う
ち
「
衣
」
を
主
に
担
う
の
が
茶
之
間
、「
食
」
を
主
に
担
う
の
が
半
女
で
あ
る
。

㈣

乳
母

そ
の
名
の
と
お
り
、
乳
母
は
同
苗
の
子
女
の
養
育
が
日
常
の
役
割
で
あ
る
。
乳
母
と
し
て
採
用
さ
れ
、
授
乳
期
間
が
終
わ
っ
た
後
も
茶
之

間
と
し
て
奉
公
を
続
け
る
者
も
い
る
。

１
）
「
井
上
利
右
衛
門
室
町
御
宅
へ
出
勤
之
一
札
」（
三
井
文
庫
所
蔵
史
料

続
二
六
二
二

二
）。

２
）

松
本
常
七
（
奉
公
人
番
号
65
）・
西
村
定
七
（
奉
公
人
番
号
66
）
は
共
に
寛
政
一
二
年

月
よ
り
伏
見
へ
移
動
し
て
い
る
。
文
書
中
弥
太
郎

は
大
津
で
隠
居
な
の
で
場
所
に
記
載
が
違
う
も
の
の
、
松
本
・
西
村
両
名
は
少
な
く
と
も
京
を
離
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

３
）

付
表
３
に
載
る
、
合
力
銀
願
の
差
出
元
は
、
各
「
家
」
の
当
主
（
同
苗
）
で
あ
る
。
し
か
し
同
苗
が
不
在
等
の
場
合
、
台
所
名
前
役
の
名
前

で
出
さ
れ
て
い
る
。

４
）

半
季
奉
公
人
の
請
状
の
宛
名
と
し
て
、
三
井
同
苗
の
名
を
書
い
た
横
に
、
名
代
と
し
て
台
所
名
前
役
筆
頭
・
次
座
の
名
が
書
か
れ
る
。
実
質

的
に
半
季
奉
公
人
の
採
用
は
台
所
名
前
役
が
行
っ
て
い
た
と
み
て
差
し
支
え
無
い
と
思
わ
れ
る
。

５
）

西
坂
「
大
店
の
奉
公
人
の
世
界
」
一
四
二
頁
。
ま
た
、
藤
田
「
京
都
商
人
大
黒
屋
杉
浦
家
の
奉
公
人
制
度
」
の
中
で
、
杉
浦
大
黒
屋
の
下
男

の
役
割
に
関
し
て
、
荷
物
の
整
理
、
蔵
仕
事
、
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

６
）

清
水
美
知
子
『

女
中

イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』
第
一
章
第
一
節
「
奉
公
人
と
し
て
の
女
中
」
参
照
。

７
）

こ
の
「
お
茶
の
間
」
と
は
お
次
の
仕
事
部
屋
と
言
え
よ
う
。
同
苗
の
居
間
は
別
の
場
所
に
あ
る
。
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２

非
日
常
の
役
割

家
事
奉
公
人
に
は
日
常
の
役
割
以
外
に
、
重
要
な
特
別
の
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
奉
行
所
に
お
け
る
吟
味
や
同
苗
の
冠
婚
葬
祭
な
ど
の

有
事
へ
の
対
応
で
あ
る
。
主
に
扱
う
史
料
は
北
家
同
苗
の
出
生
と
婚
姻
、
葬
儀
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。

㈠

「
家
」
の
奉
公
人
に
関
す
る
裁
許

文
化

年
「
油
小
路
定
五
郎
一
件１

）
」
に
よ
る
と
、
一
一
月
一
一
日
、
柘
植
定
五
郎
（
北
家
手
代
）
は
私
用
で
外
出
し
、
帰
宅
途
中
四
人
組

の
盗
人
に
襲
わ
れ
て
羽
織
・
帯
・
紙
入
・
煙
管
と
所
持
金
を
盗
ま
れ
、
疵
ま
で
負
っ
て
し
ま
っ
た
。
盗
ま
れ
た
紙
入
の
中
に
三
井

郎
右
衛

門
（
北
家
六
代
高
祐
）
の
名
代
手
札
が
含
ま
れ
て
お
り
、
無
沙
汰
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず２

）
、
脇
野
専
右
衛
門
（
北
家
台
所
名
前
役
筆
頭
）

が

郎
右
衛
門
に
こ
の
件
を
報
告
し
て
い
る
。
盗
人
が
捕
ま
っ
た
事
を
聞
い
た

郎
右
衛
門
は
西
町
奉
行
所
同
心
の
渡
辺
庄
左
衛
門
宅
を
訪

れ
、
盗
人
に
余
罪
が
無
い
な
ら
ば
こ
の
件
を
裁
許
か
ら
除
く
よ
う
に
願
出
て
い
る
。
裁
許
に
関
し
て
は
、
な
る
べ
く
内
済
で
済
ま
し
、
た
と

え
被
害
者
で
あ
っ
て
も
三
井
の
名
が
裁
許
の
場
に
出
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
後
柘
植
は
出
入
手
代
の
越
後
屋
小
兵
衛
宅
で
療
養
し
て
い
た
。
裁
許
の
際
は
町
方
か
ら
付
添
人
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

柘
植
に
は

郎
右
衛
門
の
名
代
の
仁
兵
衛
（
富
田
、
お
そ
ら
く
「
家
」
の
手
代
）
が
付
添
う
こ
と
が
許
さ
れ
る３

）
。
三
井
家
が
町
方
に
迷
惑
が

か
か
ら
な
い
よ
う
に
手
を
打
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
町
奉
行
所
か
ら
一
一
月
二

日
夜
に
呼
び
出
し
状
が
届
く
。
一
一
月
二
九
日
、
裁
許

の
場
で
柘
植
の
盗
ま
れ
た
品
物
の
確
認
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、

郎
右
衛
門
と
仁
兵
衛
が
渡
辺
の
元
へ
挨
拶
に
行
っ
て
い
る
。

そ
の
後
数
度
奉
行
所
か
ら
呼
び
出
し
が
あ
り
、
裁
許
が
終
了
し
た
後
、
一
二
月
二
九
日
仁
兵
衛
は
裁
許
に
関
わ
っ
た
役
人
達
へ
金
子
を
持

参
し
て
い
る
（
渡
辺
へ
は
金
二
千
疋
）。
尚
、
一
二
月
一
六
日
付
三
井

郎
右
衛
門
の
名
前
で
、
盗
人
四
名
の
助
命
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
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ま
た
、
天
保
六
年
「
南
御
宅
彦
蔵
一
件４

）
」
で
は
、
南
家
の
手
代
彦
蔵
が
「
家
」
の
金
を
盗
ん
で
い
る
。
彦
蔵
は
南
家
台
所
名
前
役
筆
頭
の

竹
岡
小
兵
衛
宅
へ
自
首
し
に
行
き
、
そ
の
後
竹
岡
が
彦
蔵
の
弁
護
人
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

文
化
十
四
年
「
新
町
御
宅
ニ
相
勤
御
暇
出
候

岩
井
他
三
郎
一
件５

）
」
で
は
、
新
町
家
の
手
代
で
あ
っ
た
岩
井
他
三
郎
が
新
町
家
の
土
蔵
に

収
め
ら
れ
て
い
た
書
画
や
茶
碗
を
盗
み
出
し
て
質
に
入
れ
た
り
、
稼
業
（
道
具
類
商
売
）
で
売
り
に
出
し
て
し
ま
っ
た
。
岩
井
の
扱
っ
て
い

る
品
物
は
怪
し
い
と
気
づ
い
た
者
に
よ
っ
て
事
件
が
発
覚
し
た
。
こ
の
件
に
関
し
て
も
、
西
同
心
目
付
の
渡
辺
庄
左
衛
門
宅
に
勝
助
（
お
そ

ら
く
「
家
」
の
手
代
）
が
参
り
、
内
分
（
内
済
）
で
済
ま
せ
る
よ
う
に
願
出
て
い
る
。
し
か
し
奥
（「
家
」
か
）
で
話
合
っ
た
結
果
、「
御

宅
々
近
年
も
右
之
筋
有
之
内
分
ニ
而

御
済
セ
被
遊
候
所
、
其
儀
を
他
三
郎
存
知
居
今
度
之
次
第
故
、
今
度
内
分
ニ
而

御
済
セ
被
遊
候
時
者

今

後
又
々
右
之
筋
出
来
可
申
候
…
」
と
い
う
理
由
で
「
表
向
ニ
而

御
吟
味
御
頼
被
遊
候
…
」
と
な
っ
た
。
し
か
も
「
家
」
の
紛
失
物
を
調
べ
た

結
果
、
岩
井
の
関
与
し
て
い
な
い
品
物
の
紛
失
ま
で
発
覚
し
て
い
る
。

こ
の
一
件
で
も
助
命
願
書
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
時
期
が
一
一
・
一
二
月
で
あ
り
、（
牢
の
）
寒
さ
を
気
に
し
て
年
内
に
落
着
で
き

る
よ
う
に
と
頼
ん
で
い
る
。
岩
井
は
い
た
っ
て
ま
じ
め
に
奉
公
し
て
い
た
者
で
あ
り
、
金
に
困
っ
て
い
た
が
故
の
出
来
心
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
の
が
主
人
の
見
解
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
裁
許
な
ど
日
常
と
は
言
え
な
い
特
別
の
役
割
に
関
し
て
、「
家
」
の
台
所
名
前
役
が
中
心
に
動
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
体
面
・
信
用
が
商
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
た
め
、
三
井
の
名
が
表
に
出
る
こ
と
を
極
力
避
け
よ
う
と
努
め
、
裁
許
後
は
役
人
へ

の
礼
を
欠
か
さ
ず
、
犯
人
の
助
命
に
も
働
き
か
け
て
い
る
。

㈡

出
生
・
出
産
・
入
家

同
苗
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
時
、
家
事
奉
公
人
の
中
で
も
女
性
奉
公
人
が
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
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ま
ず
は
享
和
二
年
（
一

〇
二
）
に
北
家
六
代
高
祐
の
次
女
と
し
て
生
ま
れ
た
つ﹅
う﹅
（
津
鵜
・
津
宇
）
の
出
生
の
史
料６

）
を
見
て
み
よ
う
。

大
き
く
分
け
て
、
つ﹅
う﹅
の
入
家
と
お
宮
参
り
に
つ
い
て
、
同
苗
へ
の
報
告
及
び
関
係
者
か
ら
の
祝
儀
リ
ス
ト
と
、
世
話
を
か
け
た
奉
公
人
た

ち
へ
の
祝
儀
リ
ス
ト
か
ら
成
る
（
関
係
者
か
ら
の
祝
儀
リ
ス
ト
は
省
略
）。

九
月
廿

日

一
、
御
津
宇
様
御
入
家
御
弘
御
祝
儀
之
事

一
、
御
上
御
祝
被
遊
候
事

家
内

焼
物
ニ
而
祝
候
事

但
御
出
入
方
之
分
者
御
時
節
柄
之
儀
ニ
御
座
候
得
ハ
御
招
被
遊
候
事
御
止
メ
、
尤
上
物
も
無
用
ニ
致
、
御
祝
儀
御
目
録
御
肴
代
被
下
候
事

一
、
祇
園
社
御
代
参
之
事

御
初
穂
銀
弐
匁

一
、
九
月
廿

日
御
入
家
御
弘
メ
御
同
苗
様
方

店
々
元
方
ゟ
廻
文
出
候
事

廻
文
之
写

郎
右
衛
門
様
御
息
女
御
津
宇
様
御
儀
、
来
ル
廿

日
就
吉
辰
御
本
宅
ヘ
御
入
家
被
遊
候
御
積
リ
ニ
御
座
候

一
、
就
右
御
同
苗
様
奥
様
方
ゟ
御
祝
物
之
儀
者
前
々
年
御
改
被
遊
候
通
リ
御
座
候
、
御
歓
之
儀
者
来
十
月
朔
日
被
遊
御
請
度
御
旨
ニ
御
座
候

但
奥
様
方
御
歓
ニ
御
出
被
遊
候
儀
ニ
及
不
申
候
、
御
祝
使
被
進
候
ハ
ヽ
右
同
様
と
御
心
得
被
遊
候

一
、
店
々

当
役
人
隠
居
家
督
之
銘
々
よ
り
御
祝
物
之
儀
者
無
用
、
御
歓
之
儀
者
来
ル
十
月
朔
日
参
上
御
祝
詞
可
被
申
上
候

右
之
通
御
申
上
可
被
成
候
以
上

九
月
廿
六
日

元
方
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御
宅
々

本
店

両
替
店

連
店
へ
も
御
申
達
シ
可
被
成
候

御
祝
儀
被
下
物

御
肴
代

御
出
入
手
代

一
、
金
三
百
疋

柴
垣
権
兵
衛

上
ケ
物
な
し

竹
内
仁
兵
衛
（
以
下
一
二
名
省
略
）

〆
茶
之
間
出
入

一
、
御
肴
代
銀
五
両

伏
木
と
し
（
以
下
五
名
省
略
）

上
ケ
物
な
し

〆

一
、
御
祝
儀
金
弐
百
疋
宛

山
口
幸
兵
衛

台
所
名
前
役
）

上
ケ
物
鰹
節
一
連

脇
野
専
右
衛
門

同
）

〆

奥
山
丈
右
衛
門

同
）

〆

一
、
同

金
百
疋
宛

田
中
藤
七

平
手
代
）

上
ケ
物
な
し

西
田
善
七

同
）

〆

柘
植
定
五
郎

同
）

〆

一
、
同

銀
三
両
宛

西
村
嘉
兵
衛

同
）

上
ケ
物
な
し

音
井
七
兵
衛

同
）

〆

〆
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